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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シミュレートされるＸ線誘導医療処置の間の一人以上の人間の放射線被曝量を、人間が
電離放射線に被曝することなく決定するシステムであって、
　前記Ｘ線誘導医療処置の間のＸ線撮影装置からの放射線の放出を、電離放射線を放出す
ることなくシミュレートするＸ線撮影装置モデルであって、前記Ｘ線撮影装置モデルは、
前記Ｘ線誘導医療処置の間に制御される操作設定に対応する第１のセットの入力パラメー
タを備え、前記入力パラメータは、前記シミュレートされるＸ線誘導医療処置の間に変化
するように構成されるＸ線装置撮影モデルと、
　前記Ｘ線誘導医療処置の間の一つ以上の人体構造をシミュレートする人間被曝モデルで
あって、前記人間被曝モデルは、前記Ｘ線誘導医療処置の間の一つ以上の人体構造の位置
及び構造に対応する第２のセットの入力パラメータを備える人間被曝モデルと、
　前記Ｘ線誘導医療処置の部屋に配置された一人以上の人間の少なくとも一つの放射線被
曝量を計算する放射線量プロセッサであって、前記放射線被曝量の計算は、前記Ｘ線誘導
医療処置の間に行い、前記第１のセットの入力パラメータ及び前記第２のセットの入力パ
ラメータ並びに前記放射線被曝量の変化に伴う前記第１のセットの入力パラメータ及び前
記第２のセットの入力パラメータの変化に関連するモデルに基づく放射線量プロセッサと
、
　前記Ｘ線誘導医療処置の間の前記少なくとも一つの放射線被曝量に基づく情報を出力す
るフィードバックシステムと、
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　を備えるシステム。
【請求項２】
　前記人間被曝モデルは、人体構造の少なくも一つの３次元表示を備える請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記フィードバックシステムは、前記Ｘ線撮影装置モデル及び前記人間被曝モデルに基
づいて人間のＸ線画像を表示するＸ線撮影シミュレータを更に備え、前記Ｘ線撮影シミュ
レータは、前記入力パラメータの前記変化に応答して一連のＸ線画像を表示する請求項１
に記載のシステム。
【請求項４】
　前記放射線量プロセッサは、前記入力パラメータの前記変化に基づいてＸ線画像ノイズ
パターンを計算し、前記Ｘ線撮影シミュレータは、表示されたＸ線画像にＸ線ノイズを加
え、前記Ｘ線ノイズは、放射線量に基づいて生成される請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記人間被曝モデルは、ＣＴスキャンとＭＲＩスキャンの一方からの患者についての既
存の患者データに基づく請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記Ｘ線撮影装置モデルは、Ｘ線蛍光透視機器をシミュレートする請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記入力パラメータは、処置から取得した放射線報告からのデータ又はＤＩＣＯＭデー
タに基づいて設定される請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記人間被曝モデルは、患者の寸法、患者の外形、患者の体重、患者の性、妊娠の状態
及び年齢の一つ以上を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　医療機器の動きを追跡するとともに検出した動きを前記人間被曝モデルの内部の仮想機
器の動きに変換する血管内シミュレータを更に備える請求項３に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記Ｘ線撮影シミュレータは、前記血管内シミュレータに基づいて、前記人間被曝モデ
ルの内部を動く医療機器の模倣した蛍光透視画像を表示する請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　人間のＸ線誘導医療処置をシミュレートするとともにＸ線誘導医療処置の間の一人以上
の人間の放射線被曝量を決定するシステムであって、
　前記Ｘ線誘導医療処置の間のＸ線撮影装置からの放射線の放出をシミュレートするＸ線
撮影装置モデルであって、前記Ｘ線撮影装置モデルは、前記Ｘ線誘導医療処置の間に制御
される操作設定に対応する入力パラメータを備え、前記入力パラメータは、前記Ｘ線誘導
医療処置の間に変化するように構成されるＸ線装置撮影モデルと、
　前記Ｘ線誘導医療処置の間の一つ以上の人体構造をシミュレートする人間被曝モデルと
、
　前記Ｘ線誘導医療処置の部屋に配置された一人以上の人間の放射線被曝量を前記Ｘ線装
置撮影モデル及び前記人間被曝モデルに基づいて計算する放射線量プロセッサであって、
前記Ｘ線誘導医療処置の間に、前記放射線量プロセッサは、放射線被曝量を、前記入力パ
ラメータの変化に応答して変更し、前記放射線被曝線量の変更は、前記入力パラメータの
モデルに基づく放射線量プロセッサと、
　変更された放射線量を格納するデータ収集記憶装置と、
　を備えるシステム。
【請求項１２】
　前記データ収集記憶装置は、一つ以上の変更された放射線量をタイムラインに格納する
請求項１１に記載のシステム。
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【請求項１３】
　人間のＸ線誘導医療処置をシミュレートするとともにＸ線誘導医療処置の間の一人以上
の人間の放射線被曝量を決定する方法であって、
　前記Ｘ線誘導医療処置の間の一つ以上の人体構造の寸法及び外形を人間被曝モデルに基
づいて計算するステップと、
　Ｘ線源から放出されたＸ線ビームの形状を、Ｘ線撮影装置モデル及びＸ線誘導医療処置
の間に制御される操作設定に対応する入力パラメータに基づいて計算し、前記入力パラメ
ータは、前記Ｘ線誘導医療処置の間に変化されるように構成されるステップと、
　一つ以上の人体構造の寸法及び外形並びに前記放出されたＸ線ビームの形状に基づいて
一人以上の人間の放射線被曝量を計算し、前記放射線被曝量の計算をシミュレートされた
Ｘ線誘導医療処置の間に行うステップであって、
　第１の放射線量の値を提供することと、
　前記入力パラメータの値の変化に基づいてスケール因子を計算することと、
　第２の放射線量の値を提供するために、前記第１の放射線量の値を、前記スケール因子
を用いて調整することと、
　を備えるステップと、
　前記第２の放射線量の値を出力するステップと、
　を備える方法。
【請求項１４】
　前記放射線量は、ＫＡＰ率と空気カーマ率の一方を備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　現実世界の動作中のＸ線システムから取得した放射線量に基づいて前記放射線量を較正
するステップを更に備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記放射線量は、計算される散乱放射線を備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記放射線被曝量を計算するステップは、一連のＸ線画像を生成することと、前記入力
パラメータの変化に応答してノイズパターンを生成することと、前記一連のＸ線画像を、
前記ノイズパターンを用いて変更することと、を更に備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記出力するステップは、前記Ｘ線誘導医療処置の間に計算した現在の放射線量及び累
積放射線量に基づく人の放射線被曝のレベルを表すヒートマップを表示することを備える
請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記出力するステップは、前記Ｘ線誘導医療処置の間に計算した累積放射線量に基づく
確率的及び決定的リスクのレベルを表すヒートマップを表示することを備える請求項１３
に記載の方法。
【請求項２０】
　ユーザのパフォーマンスを評価するとともに放射線被曝を減少させるための示唆を提供
するステップを更に備える請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の放射線量の値は、処置から取得した放射線報告からのデータ又はＤＩＣＯＭ
データに基づく請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１３年１０月７日に出願された米国仮特許出願第６１／８８７，８３５号
の優先権を主張し、参照により全体をここに組み込む。
【０００２】
　本発明は、画像誘導医療処置の間の患者又は医療チームに対する放射線被曝をシミュレ
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ートするシステム及び方法に関し、特に、蛍光透視法のようなＸ線に基づく画像誘導処置
の放射線被曝のシミュレーションに関する。
【背景技術】
【０００３】
　電離放射線を用いる医療機器は、現在の医療産業において幅広い用途を見つけている。
医療チームが患者を有効に診断及び治療できるようにするために、電離放射線が放射線科
、循環器科、神経科、がん科、外科、整形外科及び血管内処置を含む種々の科で用いられ
てきた。診断ツール及び治療選択肢としてのＸ線撮影を使用することの利点は、拡大し続
けている。心疾患、がん、糖尿病及び慢性呼吸病を含む非伝染性疾病（ＮＣＤ）は、Ｘ線
撮影の使用が非常に有効である。世界保健機関によれば、ＮＣＤの世界的な蔓延は、世界
における主な死亡原因である。
【０００４】
　典型的にはこれらの分野で用いられるとともに電離放射線の放出の原因となる機器のタ
イプは、ＣＴスキャナ、Ｘ線透視装置及び放射線又はＸ線カメラを含む。電離放射線は、
核医学及び分子イメージングプロセスにおいても普及しており、この場合、放射性物質が
患者の身体に入る。
【０００５】
　しかしながら、放射線被曝の結果、典型的には、生体組織の微小な損傷を含む重大な副
作用が生じる。組織の損傷は、時々、皮膚火傷又は（一般的に「組織影響(tissue effect
)」又は「確定的影響」とも称される）放射線病を生じることがあり、場合によっては、
癌（「確率的影響」）を生じることがある。このタイプの組織損傷は、二次「散乱」放射
線による患者及びこれらの環境で働く医療チームの両方に対して危険である。二次散乱放
射線は、その環境での患者又は他の物体の散乱の結果として医療チームが被曝する有害な
放射線である。
【０００６】
　Ｘ線の使用のあり得る利益とあり得る危害の間のこのようなトレードオフを管理する一
手段として、ＡＬＡＲＡ（合理的に達成可能な限り低く）の概念が導入された。ＡＬＡＲ
Ａは、任意の大きさの各放射線量があるレベルの確定的影響を生じうるという仮定に基づ
く放射線安全原則であり、したがって、ＡＬＡＲＡは、全ての合理的な方法を用いること
によって放射線量を最小にすることを目的としている。ほぼ世界中で、ＡＬＡＲＡは規制
上の要件にもなっている。
【０００７】
　医療用放射線被曝の割合は、ここ数十年に亘って急増している。最近の研究は、一般人
に対する全体の放射線の被曝の過半数は医療用放射線に由来することを示唆している。研
究は、診断医療処置からの電離放射線による米国の人々の被曝が１９８０年前半から７倍
より多くなっていることを示唆している。このような増大に最も寄与する処置は、ＣＴに
基づく処置、核医学に基づく処置及びインターベンショナル蛍光透視を含む。
【０００８】
　最近の傾向は、蛍光透視処置がＣＴに基づく処置を上回るとともに放射線被曝に最も関
連する処置のタイプの一つになることを示している。一例として、蛍光透視誘導処置は、
ＮＣＤを治療するために一般的に用いられるものとしてどんどん普及している。さらに、
医療チームは、特に新たな血管内技術(endovascular techniques)の急速な発展により観
血手術から低侵襲Ｘ線誘導外科手術に移行している。蛍光透視処置は、一つにはＣＴに基
づく処置の被曝を低減する最近の進歩のためにＣＴに基づく処置よりも放射線被曝のリス
クが高くなると予測される。例えば、ＣＴスキャン技術の進歩によって、以前に必要とさ
れた放射線のごく一部を用いてＣＴスキャンを行うことができるようになった。それに対
し、放射線被曝量は、インターベンショナル蛍光透視処置のような他のＸ線誘導処置に対
しては高いままである。さらに、ＣＴスキャンの利用を制限する法律及びガイドラインが
最近可決された。
【０００９】
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　ＣＴに基づく処置に対して、医療チームは、蛍光透視処置の過程においてＸ線撮影装置
の操作設定を変更することができる。これらの操作設定は、蛍光透視処置の間に動的に変
更され、患者及び医療チームに照射される放射線の量並びに装置によって生成される画像
の品質に影響を及ぼす。医療チームがインターベンショナル蛍光透視中に患者を手術する
ので、診断ＣＴスキャンを行う場合のように撮影中にＸ線源に対して遠い距離を維持する
ことによって医療チームそれ自体の被曝を減少させることができない。患者又は医療チー
ムに照射される放射線被曝のレベルに影響を及ぼすことがある操作設定に対応する複数の
異なる入力パラメータが存在し、これらのパラメータは、相互に関係する又は機能的に依
存することがある。例えば、放射線量率は、身体を通過する中央ビームの経路長、患者の
厚さ、台及びＣアームの動き及び角度、撮影される身体の部分、Ｘ線機器の蛍光透視パル
スレート、蛍光透視線量レベル（ロー／ノーマル／ハイ）、シネ収集（オン／オフ）、シ
ネ収集フレームレート、Ｃアーム検出器の高さ、コリメーション（方形又は円形）、使用
される楔状フィルタの個数、倍率若しくは視野（ＦＯＶ）、デジタルサブトラクション血
管造影（ＤＳＡ）の使用、台上の患者の位置（体形）の変化、特定の処置に用いられる線
量プロトコル、Ｘ線管電圧及び電流、ビーム成形フィルタの使用、自動線量率制御（ＡＤ
ＲＣ）の使用、放射線源の位置（患者台の上又は下）、又は、フラットパネルの代わりの
イメージインテンシフィアの使用によって影響が及ぼされることがある。単一のパラメー
タ又はパラメータの組合せの変化によって、患者又な医療チームに対する放射線の線量率
を変化させることがある。しかしながら、医療専門家がそのような変化の悪影響を十分に
理解するのは非常に困難である。その理由は、放射線が目に見えずに人間によって容易に
気付かれないからである。さらに、単一のパラメータ又はパラメータの組合せの変化によ
って、Ｘ線機器によって生成されるＸ線画像の品質を変化させることがあり、これによっ
て、時々、処置の実施において行われる正確な決定に影響を及ぼすことがある。これらの
パラメータが相互に関係する又は機能的に依存することがあるので、どのようにしてパラ
メータの変化が放射線の線量率又は画像品質に影響を及ぼすかを正確に決定することは、
演算的に複雑である。それにもかかわらず、機器の設定、画像品質及び結果的に得られる
被曝との間の複雑な関係を理解することによって、医療チームは、画像及び処置の品質を
最適にしながら患者及び医療チームそれ自体に対する健康上のリスクを最小にすることが
できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　現在、医療チームは、どのようにして蛍光透視処置の間の操作設定の変更によって患者
又は医療チームに対する放射線の被曝の変化が生じるかを示す訓練を受けていない。放射
線低減技術の詳細な理解が必要であるにもかかわらず、大抵の医療チームは、今日、放射
線被曝の基本的な概念の報告しか受けず、実施訓練を受けない。訓練モジュールは、典型
的には、実践的な内容を含まない。その理由は、存在する放射線を用いることなく現実的
な実施訓練を提供する有効な方法が現在のところ存在しないからである。一部の訓練プロ
グラムが、空いている手術室及び患者の代わりの人としての「ファントム」を用いるが、
複数の欠点が存在する。特に、これらの訓練プログラムは、医療チームを二次放射線の危
険にさらしたままであり、実際の処置のために手術室を使用できなくする。さらに、これ
らの訓練プログラムは、どのようにして手術中の操作設定の変更が放射線露出及び画像品
質を変化させるか及び放射露出と画像品質との間のトレードオフのバランスをとるために
どのようにして操作設定をＸ線誘導医療処置の種々のポイントで変化させる必要があるか
を示さない。
【００１１】
　放射線被曝を測定、推定及び視覚化する技術及びシステムが開発されたが、現在知られ
ているもののいずれも、操作設定の調整の効果及び非常に現実的で全く放射線のないシミ
ュレートされた環境における放射線被曝及び画像品質の影響についての訓練を医療専門家
又は医療チームが受けるための包括的解決を説明していない。シミュレーションが現実世
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界を忠実に模倣するに従って、実際の手術室にもたらされる訓練の効果は更に高くなる。
【００１２】
　さらに、放射線被曝を測定、推定及び視覚化するシステムは、どのようにしてシミュレ
ーションパラメータの変化が処置の過程において放射線に動的に影響を及ぼすかを示さな
い。複数の異なるシミュレーションパラメータを考慮するシミュレーションは、しばしば
、演算的に複雑であり、一般的には、非常に時間がかかるとともに資源を多く消費するモ
ンテカルロ法を用いて実行される。さらに、パラメータのセットを変えるために、シミュ
レーションは、一般的には再実行され、したがって、どのようにしてパラメータの変化が
当面の処置の間に放射線に影響を及ぼしているかを有効に示すことができない。
【００１３】
　さらに、放射線被曝を測定、推定及び視覚化するシステムは、種々のレベルの放射線被
曝に関連する危険レベルについての有意義な情報を提供しない。放射線被曝に対して、危
険の程度の直接的な表示は一般的には存在しない。したがって、どのようにして健康リス
クを算定するとともに損傷を評価するかを示す有効な手段を統合することが必要である。
【００１４】
　したがって、医学生、医師及び病院職員が実践的で放射線のない非常に現実的な環境で
Ｘ線誘導処置の間の被曝を最小にするのに必要な能力を発揮することができる訓練システ
ムが必要である。さらに、どのようにして結果的に得られる線量が種々の処置技術を用い
ることによって影響が及ぼされるかを十分に理解するのが医学生、医師及び病院職員にと
って容易となる訓練システムが必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　人間に対するＸ線誘導医療処置をシミュレートするとともにＸ線誘導医療処置の間の一
人以上の人間に対する放射線被曝を計算する方法及びシステムを開示する。開示した方法
及びシステムによって、ユーザは、放射線量の変化を、Ｘ線撮影装置モデル又は人間被曝
モデルに対する入力パラメータの対応する変化に基づいて決定することができる。放射線
量の変化を決定することによって、方法及びシステムは、Ｘ線誘導医療処置の間に現在の
累積的放射線量をライブで出力することができる。更新された線量によって、方法及びシ
ステムは、フィードバック及びパフォーマンス評価をユーザに提供することができる。患
者及び医療チームが被曝した放射線の量についての情報を提供することによって、ユーザ
は、放射線被曝、Ｘ線画像品質及び処置の間の被曝に関連する危険との間の最適なバラン
スを実現するために入力パラメータを調整することができる。例えば、血管内処置の間に
、ユーザは、危険レベルの被曝を表す放射線量に応答して入力パラメータを調整すること
ができる。
【００１６】
　システムは、システム入力を供給するためのＸ線撮影装置モデル及び人間被曝モデル、
放射線量プロセッサ並びにフィードバックシステムを含んでもよい。Ｘ線撮影装置モデル
は、Ｘ線誘導処置の間のＸ線機器からの放射線の放出をシミュレートする。Ｘ線撮影装置
モデルによって、ユーザは、入力パラメータを設定及び調整することができる。入力パラ
メータは、Ｘ線誘導処置の間に制御される動作設定に対応する。入力パラメータは、Ｘ線
誘導処置の過程に亘って変化するように構成される。人間被曝モデルは、Ｘ線誘導処置の
間の一つ以上の人体構造をシミュレートする。
【００１７】
　放射線量プロセッサは、シミュレートされたＸ線誘導処置において配置された一人以上
の人間に対する放射線被曝量を計算する。放射線被曝量の計算は、Ｘ線誘導処置の間に行
われ、Ｘ線撮影装置モデル及び人間被曝モデルに対する入力パラメータに基づく。放射線
量は、放射線被曝量の変化に伴う入力パラメータの変化に関連するモデルを用いて計算さ
れる。このようにして、ユーザが入力パラメータを変化させるときに、方法及びシステム
は、処置の間に放射線量の変化を継続的に出力することができる。
【００１８】
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　フィードバックシステムは、Ｘ線撮影シミュレータ及び放射線量ディスプレイを含む。
放射線量ディスプレイは、Ｘ線誘導処置の間のユーザに対する第１の放射線被曝量及び第
２の放射線被曝量を示す。Ｘ線撮影シミュレータは、Ｘ線撮影装置モデル及び人間被曝モ
デルに基づいて人間のＸ線画像を各時点で生成する。Ｘ線撮影シミュレータは、シミュレ
ートされたノイズのあるＸ線画像を生成するためにＸ線画像にノイズパターンを加える。
その後、Ｘ線撮影シミュレータは、ノイズのあるＸ線画像をユーザに対して表示する。こ
のようにして、ユーザに示すＸ線画像を、電離放射線を用いることなく生成することがで
きる。したがって、ユーザは、患者、ユーザ及びユーザのチームが有害な放射線によって
被曝することなく現実的な手術室環境において特定の医療処置の訓練を受けることができ
る。
【００１９】
　発明の目的及び特徴を、以下の詳細な説明及び添付図面を参照することによって更に理
解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】発明の一実施の形態によるシステムの複数の構成要素のブロック図である。
【図２】発明の一実施の形態による制御ボックスを示す。
【図３Ａ】発明の一実施の形態によるシミュレーションとともに用いることができる外部
制御入力装置の例を示す。
【図３Ｂ】発明の一実施の形態によるシミュレーションとともに用いることができる外部
制御入力装置の例を示す。
【図３Ｃ】発明の一実施の形態によるシミュレーションとともに用いることができる外部
制御入力装置の例を示す。
【図４Ａ】発明の一実施の形態による他の医療シミュレータに統合された放射線防護シミ
ュレーションシステムを示す。
【図４Ｂ】発明の一実施の形態による他の医療シミュレータに統合された放射線防護シミ
ュレーションシステムを示す。
【図４Ｃ】発明の一実施の形態による他の医療シミュレータに統合された放射線防護シミ
ュレーションシステムを示す。
【図５】発明の一実施の形態による放射線量を計算する方法のフローチャートである。
【図６Ａ】発明の一実施の形態によるユーザが制御入力パラメータを変化させたときにど
のようにＸ線蛍光透視のノイズ及びコントラストレベルが変化しうるかを示す。
【図６Ｂ】発明の一実施の形態によるユーザが制御入力パラメータを変化させたときにど
のようにＸ線蛍光透視のノイズ及びコントラストレベルが変化しうるかを示す。
【図７】発明の一実施の形態によるどのように仮想的なコリメータ、楔状フィルタ及び台
パンインディケータをＸ線撮影シミュレータに示すことができるかを示す。
【図８Ａ】発明の一実施の形態による患者放射線量ヒートマップの一例を示す。
【図８Ｂ】発明の一実施の形態による患者放射線量ヒートマップの一例を示す。
【図８Ｃ】発明の一実施の形態による患者放射線量ヒートマップの一例を示す。
【図９Ａ】発明の一実施の形態による散乱放射線を示す。
【図９Ｂ】発明の一実施の形態による散乱放射線を示す。
【図９Ｃ】発明の一実施の形態による散乱放射線を示す。
【図９Ｄ】発明の一実施の形態による散乱放射線を示す。
【図１０Ａ】発明の一実施の形態による散乱放射線等曲線の断面の視覚化を示す。
【図１０Ｂ】発明の一実施の形態による散乱放射線等曲線の断面の視覚化を示す。
【図１１Ａ】発明の他の実施の形態による散乱放射線の視覚化を示す。
【図１１Ｂ】発明の他の実施の形態による散乱放射線の視覚化を示す。
【図１２】発明の一実施の形態による患者と散乱の両方に関連した線量を提供する表示イ
ンタフェースを示す。
【図１３】発明の一実施の形態による放射線量のタイムラインである。
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【図１４Ａ】発明の一実施の形態によるシミュレーションに対するシステム入力として用
いられる記録されたデータを示す。
【図１４Ｂ】発明の一実施の形態によるシミュレーションに対するシステム入力として用
いられる記録されたデータを示す。
【図１５】発明の一実施の形態による患者特有の訓練に対する発明の使用を示す。
【図１６Ａ】発明の一実施の形態による発明を個別のＸ線撮影装置に較正するプロセスを
示す。
【図１６Ｂ】発明の一実施の形態による発明を個別のＸ線撮影装置に較正するプロセスを
示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　ここで説明する発明は、放射線のない環境におけるＸ線誘導医療処置の現実的なシミュ
レーションのシステム及び方法を提供する。システム及び方法を、医療的及び職業的な放
射線の被曝を減少させるために専門家を訓練するとともに認定し、かつ、最も害のないや
り方でＸ線撮影装置を使用する方法をＸ線システムのオペレータに教えるのに用いること
ができる。発明の実施の形態を、治療用機器の設計、開発及び検査に用いることもできる
。
【００２２】
　図１は、発明の一実施の形態によるシステムの複数の構成要素のブロック図である。こ
れらの構成要素によって、ユーザは、Ｘ線誘導処置をシミュレートし、かつ、ユーザが処
置の間に操作設定を調整するときに放射線被曝の変化及び画質の変化を視覚化することが
できる。放射線防護シミュレーションシステムの構成要素は、システム入力部１０１と、
放射線量プロセッサ１０２と、フィードバックシステム１０３と、評価システム１０４と
、を含んでもよい。Ｘ線撮影装置とシステム入力部１０１からの人体構造情報とを用いる
ことによって、放射線防護シミュレーションは、放射線量を生成し、フィードバックを提
供し、かつ、処置のパフォーマンスを評価する。放射線防護シミュレーション部は、ユー
ザ、患者及び医療チームの人が電離放射線によって被曝することなく放射線量及びフィー
ドバックを予測的に生成する。さらに、放射線防護シミュレーション部は、処置の過程に
おいて放射線量、フィードバック及びパフォーマンス評価を生成し、処置の過程において
設定を変更したときの放射線被曝の変化及びＸ線画像品質の変化を現実的にシミュレート
するユーザに実地体験を提供する。
【００２３】
　Ｘ線撮影装置モデル及び人間被曝モデルは、線量率及び累積線量情報のような放射線量
を計算する放射線量プロセッサ１０２に入力されるデータを生成する。放射線量プロセッ
サは、処置の間に部屋にいる人間の放射線量を計算してもよく、それは、患者に対する直
接的な放射線被曝及び医療チームに対する散乱放射線を含む。Ｘ線誘導医療処置の過程に
おいて、これらの放射線量は、フィードバックシステム１０３に提供されるとともにユー
ザに対して表示される。フィードバックシステム１０３は、現在の操作設定の下でＸ線撮
影装置によって生成されるＸ線画像又は散乱放射の現実的な視覚化を提供するために放射
線量を用いる。放射線量を視覚化することによって、ユーザは、所望のレベルの放射線量
又はＸ線画像のノイズを実現するためにＸ線撮影装置の操作設定を調整することができる
。評価システム１０４は、ユーザのパフォーマンスを評価するとともにユーザの線量減少
技術を向上させるための手順を示唆する。
【００２４】
　システム入力部１０１によって、ユーザは、シミュレーションで用いられるＸ線撮影装
置並びに患者又は医療チームの人の位置及び人体構造についての情報を指定することがで
きる。シミュレーションは、情報をＸ線撮影装置モデル及び人間被曝モデルに組み込み、
これによって、シミュレーションは、どのようにして機器が放射線を放出するか及びどの
ようにして患者又は医療チームのメンバーが放射線によって被曝するかを決定することが
できる。さらに、システム入力部によって、ユーザは、Ｘ線撮影装置又は患者／医療チー
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ムメンバーの人体構造の設定を変更することができる。
【００２５】
　Ｘ線撮影装置モデルを、共通の実際の形態に対応するように選択してもよい。例えば、
Ｘ線蛍光透視装置モデルに対応するようにＸ線撮影装置を設定するために、ユーザは、フ
ラットパネル検出器、台の下に搭載されたＸ線源及び自動的な線量制御性能を選択しても
よい。Ｘ線撮影装置モデルを、放射線防護シミュレーションシステムにプレインストール
するとともに選択のためにユーザに提示してもよく、又は、モデルの個別の特性をユーザ
によって任意に設定してもよい。
【００２６】
　人間被曝モデルを、患者及び／又は手術チームのメンバーのモデルのライブラリから構
成してもよい。患者については、モデルライブラリは、放射線防護訓練に重要な種々の訓
練対象、例えば、異なる年齢及び体重、性別及び妊娠中の患者を表すモデルのセットを含
んでもよい。そのような人体構造モデルを、ＣＴ若しくはＭＲＩデータから取得してもよ
く、又は、そのような人体構造モデルを、３次元モデリングソフトウェアによってモデル
化してもよく、そのような人体モデルは、患者の皮膚及び他の器官を含有してもよい。代
替的に、プレインストールされた人体構造を用いてもよく、ユーザは、体重、身長又は厚
さのような人体構造パラメータを入力することによってプレインストールされたモデルの
外観を変更できるようにしてもよい。人間被曝モデルは、患者の人体構造に対応してもよ
い。一実施の形態において、人間被曝モデルは、身長、目の高さ又は生殖腺の高さのよう
な人体構造の寸法であってもよい。ユーザは、これらの人体構造の寸法を変更してもよい
。
【００２７】
　一実施の形態において、システム入力部は、Ｘ線撮影装置制御を更に含む。Ｘ線撮影装
置制御は、典型的にはＸ線撮影装置の動作を制御するのに用いられる制御を模倣(emulate
)する。そのような制御を、例えば、台及びＣアームの動き及び角度、Ｘ線機器の蛍光透
視パルスレート、蛍光透視線量レベル（ロー／ノーマル／ハイ）、シネ収集（オン／オフ
）、シネ収集フレームレート、Ｃアーム検出器の高さ、コリメーション（方形又は円形）
、使用される楔状フィルタの個数、倍率若しくは視野（ＦＯＶ）、デジタルサブトラクシ
ョン血管造影（ＤＳＡ）の使用、特定の処置に用いられる線量プロトコル、Ｘ線管電圧及
び電流、ビーム成形フィルタの使用、自動線量率制御（ＡＤＲＣ）の使用、放射線源の位
置（患者台の上又は下）、又は、フラットパネルの代わりのイメージインテンシフィアの
使用のような上述した入力パラメータとしてもよい。Ｘ線撮影装置モデルによって、ユー
ザは、型、モデル又は製造年のようなＸ線撮影装置についての他の情報を変更することが
できる。
【００２８】
　Ｘ線撮影装置モデルは、外部制御源から受信した入力も処理する。例えば、Ｃアームの
動き、角度又はコリメーションの変化を、Ｘ線撮影装置から放出される放射線の特性を変
更するためにＸ線撮影モデルによって処理する。これは、放射線量、フィードバック、及
び、システムによって提供されるパフォーマンス評価を変更する。
【００２９】
　用いられるＸ線撮影装置についての情報の指定に加えて、システム入力部１０１によっ
て、ユーザは、シミュレーション中に手術される患者又は医療チームの人の位置及び人体
構造を指定する人間被曝モデルを指定することができる。人間被曝モデルを、３次元メッ
シュモデルとして実現してもよい。これらのモデルを、実際の患者のＣＴスキャン又はＭ
ＲＩスキャンをセグメント化することによって生成してもよい。人間被曝モデルは、侵入
、後方散乱及び臓器線量の更に正確な推定値を計算するために心臓、脳、目、甲状腺及び
生殖腺を含むがそれに限定されない患者の器官を含んでもよい。これを、異なる器官が放
射線に対する異なる感度を有するために特別な感度の特定領域を識別及び強調するために
追加的に用いてもよい。患者の３次元メッシュモデルを用いることによって、結果的に得
られる放射線被曝を推定するのに重要な要因であるＸ線システムの一部（例えば、Ｘ線管
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又は画像検出器）と患者の皮膚との間の距離を正確に決定することができる。
【００３０】
　一部の実施の形態において、患者特有の人体構造モデルを患者のＣＴスキャン又はＭＲ
Ｉスキャンに基づいて作成してもよい。この場合、ＣＴスキャン又はＭＲＩスキャンを、
異なる人体構造の正確な位置を決定するために用いる。そのような患者特有のモデルは、
患者が放射線によって非常に被曝しやすい及び／又は妊娠中の患者若しくは若年患者のよ
うに正確な人体構造が極めて重要である状況において有益となることができる。この場合
、患者特有のモデルを、実際の処置をシミュレートするのに使用し、これによって、医療
専門家又はチームは、安全で放射線のない環境において特定の患者に対する放射線を最小
にする方法を実行することができる。患者の身体に対する予測される放射線の視覚的なフ
ィードバック及び実行中の処置の改善の示唆を、実際の処置の間に患者に照射される実際
の放射線を最小にするのに用いることができる。
【００３１】
　人間被曝モデルは、患者の年齢、寸法及び外形、病歴、体重、性別又は患者が妊婦であ
るか否かのような種々の現実の状況に対応する患者の人体構造及び患者のバックグラウン
ドの多数の異なる変化から構成してもよい。人間被曝モデルに対する入力は、肥満／低体
重患者、男性／女性、妊婦、新生児、子供、若者若しくは高齢者又はその任意の組合せに
由来してもよい。
【００３２】
　放射線プロセッサ１０２は、Ｘ線撮影装置モデル及び人間被曝モデルに基づいて放射線
量を計算する。放射線量プロセッサ１０２は、照射された放射線が入力パラメータの変化
の結果どのように変化するかをモデル化する。これらの放射線量は、フィードバックシス
テム１０３によって処理され、それによって、ユーザは、Ｘ線画像ノイズ及び患者／医療
チームの放射線被曝を変化させるために入力パラメータを調整する方法を決定することが
できる。放射線量を、ユーザのパフォーマンスを評価するとともにどのようにしてユーザ
が放射線被曝を減少させることができるかについての推奨を行うために評価システム１０
４によって用いることもできる。放射線量プロセッサ１０２は、種々の異なる点の種々の
異なる線量を計算してもよい。線量は、現在の線量率及び累積線量率を反映することがで
きる。線量は、処置の過程において変化する複数の入力パラメータに依存してもよい。
【００３３】
　フィードバックシステム１０３は、放射線量プロセッサによって計算された現在の線量
率及び累積線量率に基づいてユーザに情報を提供する。フィードバックシステム１０３に
よって提供される情報は、放射線量を、ユーザが現実の設定において関連することができ
る又は電離放射線の根本原理の理解を向上させるのに有用となることができる値に変換す
る。特に、情報は、シミュレートされたＸ線画像、線量インジケータ(dosage indicator)
、線量ヒートマップ、散乱放射線プロファイル及び放射線量のタイムラインを含んでもよ
い。
【００３４】
　一実施の形態において、フィードバックシステム１０３は、データ収集記憶装置に放射
線量を格納する。データ収集記憶装置は、例えば、シミュレートされたＸ線処置の後に報
告を行うために放射線量を格納してもよい。
【００３５】
　ユーザに対して表示されるＸ線画像は、Ｘ線撮影シミュレータによって生成される。Ｘ
線撮影シミュレータは、Ｘ線撮影装置入力パラメータに関連したノイズを含むように修正
されるＸ線画像を生成する。シミュレートされたＸ線画像は、ベースとなるＸ線画像にノ
イズを加えることによって生成される。ベースとなるＸ線画像を、種々の処置若しくは予
め存在するＸ線画像のデータベースから取得してもよく、又は、ＣＴスキャン及びＭＲＩ
スキャンからモデル化してもよい。好適な実施の形態において、ベースとなるＸ線画像を
、血管内シミュレータとの連動から取得することもできる。Ｘ線画像ノイズ及びコントラ
ストのレベルを、現在の入力パラメータに基づいて計算する。その後、ノイズパターンを



(11) JP 6204584 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

、減少又は向上したＸ線画像品質の効果を与えるために画像に加える。
【００３６】
　発明の一態様において、Ｘ線撮影シミュレータは、２次元又は３次元のオーバレイを含
んでもよい。例えば、Ｘ線撮影シミュレータは、Ｘ線画像にマスクを重ね合せてもよい。
マスクは、処置を通じてユーザのナビゲートを助ける血管系のような関連の領域又は身体
部分のオーバレイである。他のタイプのオーバレイは、患者の実際の人体構造上の身体部
分の画像であってもよい。これらの画像を、例えば、ＣＴスキャンによって実際の処置の
前に取得してもよく、又は、例えば、回転血管造影法又はＣＢＣＴを用いることによって
処置の間に取得してもよい。投影されるオーバレイを、それをＸ線画像から更によく区別
できるようにするために着色することができる。画像オーバレイを、血管系の「ロードマ
ップ」を作成するために前回のＸ線画像とともに用いるとともに現在の画像からデジタル
的に減算してもよい。オーバレイされた画像の透明度を、ライブのＸ線画像とオーバレイ
されたマスク画像の両方を同時に表示するために変化させてもよい。アクティブなマスク
画像によって取り込まれる画像及びシネ収集に対して、ユーザは、新たな記録を行うとと
もに患者が追加の放射線によって被曝する必要なくマスク又は減算処理した画像をオン又
はオフに切り替えることができる。既に記録された画像又はフレームをシネ収集から取得
するともにそれをマスク画像としてユーザに対して直接選択することもできる。
【００３７】
　Ｘ線画像シミュレータは、フルオロ記憶機能(fluoro store functionality)を提供して
もよい。フルオロ記憶又はフルオロループは、アクティブであるとき又は処置を通じて連
続的に所定の制限された数の蛍光透視フレームの記録を記憶する。オペレータは、その必
要がないときには、シネ又はＤＳＡを記録する代わりに、処置の所定のステップをレビュ
ー又は記録する手段としてフルオロ記憶から最後の蛍光透視シーケンスを格納するよう選
択してもよい。このようにして、フルオロ記憶の使用は、シネ及びＤＳＡ収集の過度の使
用を回避する。Ｘ線撮影シミュレータは、複数の最近見たフレームを保存することによっ
てフルオロ記憶機能を提供する。保存されるフレームの数は、最近の３０秒のライブのＸ
線のような予め決定された時間窓に基づいてもよい。
【００３８】
　フィードバックシステム１０３は、種々のしきい値を超える放射線量に基づくユーザに
対する通知を管理してもよい。シミュレーションの実行中に放射線量がしきい値に近づく
又はしきい値を超える場合、シミュレーションはユーザに通知を行ってもよい。例えば、
累積的なピーク皮膚線量、基準点空気カーマ、ＫＡＰ及び／又は蛍光透視時間が所定のし
きい値を超えるときに警告を与えてもよい。これらの警告を、可聴警告、ディスプレイに
おいて点滅するアイコン、又は、どのしきい値を超えたか、しきい値の値が何であるか及
びユーザの警告を表示するタッチスクリーン若しくはタブレットの書込みメッセージとし
てもよい。通知は、ユーザが通知を認識又は確認することを要求してもよい。
【００３９】
　通知は、最初の通知及びそれに続く他の追加の固定量の放射線を超えるときの各ポイン
トでの通知から構成されてもよい。患者の追跡のためのしきい値を超えた場合、放射線誘
発損傷が生じた可能性があること及び患者が追跡を受ける必要があることを指定する他の
警告テキストを追加してもよい。フィードバックシステムは、これらのしきい値の何れか
を超える事態を回避するのを助けるためにユーザに指示を与えてもよい。
【００４０】
　図２は、発明の一実施の形態によるＸ線撮影装置制御を有するシステム入力部を示す。
システム入力部は、台の横位置の動きの制御２０１及び台の高さの上昇／下降の動きの制
御２０２のような患者台の動きの制御を含んでもよい。システム入力部は、Ｃアームガン
トリー角度の動きの制御２０３、検出器の上昇／下降の動きの制御２０４及び検出器の輝
度レベルの変更の制御２０５のようなＣアームの動きの制御を更に含んでもよい。システ
ム入力部は、コリメータ／楔状フィルタの位置の制御２０６、コリメータ／楔状フィルタ
の使用のトグルの制御２０７、コリメータ／楔状フィルタの位置のリセットの制御２０８
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及び倍率レベルの上昇／下降の調整の制御２０９のようなＣアームのコリメーション設定
の制御を更に含んでもよい。システム入力部は、血管系の半透明の以前に取得した３次元
マスク画像をＸ線画像にオーバレイするのに用いることができる３次元オーバレイを可能
にするトグル２１０を更に含んでもよい。システム入力部は、蛍光透視画像の取得を可能
にするスイッチ２１１、一連の収集を行うためのスイッチ２１２及び一連の収集によるポ
ーズ／ステップのスイッチ２１３のような画像記憶の制御を更に含んでもよい。システム
入力部は、マスク画像の取得を可能にするスイッチ２１４、ロードマップをオン／オフに
切り替えるトグル２１５、マスクの重み付けの増大／減少を変化させる制御２１６及び線
量レベルをロー／ノーマル／ハイに変更するトグルのような蛍光透視設定の制御を更に含
んでもよい。システム入力部は、Ｃアームの正面／側面／２方向(biplane)の配置の間の
選択を行うトグル２１８及びアクティブな正面／側面／２方向透視の間のトグル２１９の
ような２方向設定の制御を更に含んでもよい。
【００４１】
　発明の一実施の形態において、Ｘ線撮影装置の制御の選択及び配置は、操作可能なＸ線
撮影装置の実際のメーカ仕様の制御ボックスにみられる制御の選択及び配置を模倣する。
例えば、Ｘ線撮影装置の制御ボックスを、シーメンス、フィリップス、ゼネラルエレクト
リック又は東芝のＸ線機器と同一の制御及び配置で製造してもよい。したがって、Ｘ線撮
影装置を制御するユーザは、ユーザが実際のシーメンス、フィリップス、ゼネラルエレク
トリック又は東芝のＸ線機器を操作していると感じる。このようにして、システムは、シ
ミュレーションの実際の実地訓練の要素を向上させることができる。発明の他の実施の形
態において、制御の選択及び配置は、実際のメーカから独立してもよい又は実際のメーカ
に関連しなくてもよい。すなわち、制御ボックスは、市販のＸ線システムに共通するシス
テムに基づくことができる。共通の制御は、例えば、台及びＣアームの動作、撮影、Ｘ線
、ロードマップ、蛍光記憶、コリメーション、楔状フィルタ及び２方向の設定を含むがそ
れに限定されない。
【００４２】
　他の実施の形態において、Ｘ線撮影装置の制御を、Ｘ線撮影装置からの実際の制御ボッ
クスによるものとしてもよい。一部のＸ線撮影装置システムによって、制御ボックスをシ
ステムから切り離すことができる。これらの切り離された制御ボックスを、入力をシミュ
レーションシステムに供給するように適合させてもよい。例えば、シーメンス、フィリッ
プス、ゼネラルエレクトリック又は東芝のＸ線機器からの制御インタフェースを、Ｘ線撮
影装置モデルとの通信を行うように適合させてもよい。
【００４３】
　図３Ａ、図３Ｂ及び図３Ｃは、Ｘ線撮影装置をタブレット、スマートホン、タッチスク
リーンモニタ及び同様な装置によって実現する追加の実施の形態を示す。図３Ａにおいて
、Ｘ線撮影装置の制御装置３０１を、シーメンス、フィリップス、ゼネラルエレクトリッ
ク又は東芝のＸ線機器のような実際のメーカ仕様のＸ線機器を模倣するように配置された
制御を有する物理的な制御装置としてもよい。制御ボックスは、メーカから独立し、制御
の選択を提供し、かつ、任意の特定のメーカに関連しない配置であってもよい。制御ボッ
クス３０１を、放射線プロセッサ、フィードバックシステム及び評価システムを実現する
ことができるコンピュータ３０２又は３０４に結合してもよい。図３Ｂにおいて、Ｘ線撮
影装置の制御装置３０１を、タブレット、スマートホン又は同様なモバイル機器３０３に
よって実現してもよい。放射線プロセッサを、コンピュータ３０２及び３０４、制御ボッ
クス３０１又はモバイル機器３０３で実現してもよい。モバイル機器の制御をソフトウェ
ア及びタッチスクリーンを用いて実現してもよい。モバイル機器の使用によって、ユーザ
は、システムの周りを自由に動くことができる。さらに、ユーザインタフェースを、制御
の異なる選択を異なる配置で、例えば、メーカ仕様の制御設計に適合するように提供する
ためにプログラムしてもよい。したがって、シミュレーションシステムを、メーカが制御
装置の設計を更新又は変更するときに適合させることができる。
【００４４】
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　図３Ｃは、医療用シミュレータ３０５並びにタッチスクリーン３０６及び３０７を示す
。医療用シミュレータ３０５は、人間の形をした形状を含む。人間の形をした形状は、処
置をシミュレートするのに用いることができる一つ以上の開口３０８を含んでもよい。タ
ッチスクリーン３０６及び３０７を、処置中にユーザ入力を受信するとともに放射線量、
フィードバック及び評価を表示するのに用いてもよい。他の実施の形態において、図３Ｃ
の医療用シミュレータ及びディスプレイを、上述したような制御ボックス３０１又はモバ
イル機器３０３と共に用いてもよい。放射線量プロセッサを医療用シミュレータ３０５又
はタッチスクリーン３０６及び３０７で実現してもよい。
【００４５】
　図４Ａ、４Ｂ及び４Ｃは、システム入力部に結合することができるシミュレータの種々
の形態を示す。種々のシミュレータは、ユーザのリアリズム及びポータビリティのレベル
の変更を提供する。
【００４６】
　図４Ａに示す一実施の形態によれば、システム入力部４０１及びディスプレイ４０２を
ポータブル医療用シミュレータ４０３に結合してもよい。医療用シミュレータは、任意に
統合システム入力部４０１を有してもよい。システム入力部４０１は、上述したようなＸ
線撮影装置を操作する制御装置を含む。しかしながら、シミュレータ４０３が物理的なＸ
線機器に結合されていないので、ディスプレイ４０２は、Ｘ線撮影装置がユーザによって
供給される入力に応答して配置される場合をシミュレートする。図４Ａに示すように、デ
ィスプレイ４０２は、現在の入力パラメータの下でＸ線撮影装置によって生成されるＸ線
画像をシミュレートしてもよい。ポータブルシミュレータ４０３を、例えば、血管造影及
びインターベンション処置のような血管内手術のシミュレーションを提供するために用い
てもよい。血管内手術のシミュレータは、個別のハードウェア装置によって医療機器の動
きを追跡するシステムであり、検出された動きは、患者の仮想モデル内の仮想的な機器の
動きに変換される。仮想的な患者の内側を動く機器の再現されたＸ線画像は、コンピュー
タのスクリーンに示され、これによって、医師は、所定の処置の特定のインターベンショ
ン又は詳細(particularities)のステップの訓練を行うことができる。
【００４７】
　ポータブルシミュレータ４０３が血管内手術を模倣するのに用いられる一実施の形態に
おいて、シミュレータは、侵入地点の心臓血管系へのアクセスをシミュレートするための
開口４０４を含んでもよい。例えば、開口４０４を、右橈骨動脈から右冠動脈へのカテー
テル挿入をシミュレートするのに用いてもよい。ユーザは、開口４０４に実際のガイドワ
イヤ又はカテーテルを入れてもよい。ガイドワイヤ又はカテーテルが血管の経路に進むと
、ディスプレイ４０２は、ユーザが実際の患者を手術している場合にガイドワイヤ又はカ
テーテルが配置される場所を示す。このようにして、ポータブルシミュレータ４０３を、
血管造影又は血管内インターベンションにおいて専門家を訓練させるのに用いてもよい。
【００４８】
　図４Ｂに示す他の実施の形態によれば、システム入力部４０５及びディスプレイ４０２
を、ヒト患者シミュレータ４０６に結合してもよい。システム入力部４０５及び患者シミ
ュレータ４０６は、Ｘ線撮影装置及び実際の全身マネキンに対する制御入力の現実的な選
択及び配置を提供することによって、追加のレベルのリアリズムを提供する。全身マネキ
ンは、一つ以上の開口４０７を含んでもよい。ポータブル医療用シミュレータ４０３と同
様に、患者シミュレータ４０６によって、ユーザは、種々のタイプのＸ線誘導医療処置を
シミュレートすることができる。ディスプレイ４０２は、Ｘ線撮影装置がユーザによって
提供される入力に応答して配置される場所をシミュレートする。図４Ａに示すように、デ
ィスプレイ４０２は、現在の操作条件の下でＸ線撮影装置によって生成されるＸ線画像を
シミュレートすることもできる。したがって、ポータブルシミュレータ４０３と同様に、
患者シミュレータ４０６は、Ｘ線誘導医療処置の放射線訓練を提供する。
【００４９】
　図４Ｃに示す他の実施の形態によれば、システム入力部４０８及びＸ線機器４０９をデ
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ィスプレイ４０２又は４１０に結合してもよい。Ｘ線機器４０９を、医療設定に用いられ
るとともに実際のシステム入力部４０８によって操作される実際のＸ線機器としてもよい
。例えば、Ｘ線機器を、蛍光透視誘導処置を行うのに用いられる可動式又は固定式のＣア
ームマシンとしてもよい。システム入力部４０８は、システム入力部４０８で供給される
制御信号に応答して、台及びヒト患者シミュレータの上でのＣアームの動き及び設定を制
御してもよい。Ｘ線機器４０９がシステム入力部４０８に応答して動く間に、Ｘ線機器は
放射線を放出しない。ユーザがシステム入力部４０８で設定を行う位置及び操作設定は、
ディスプレイ４０２又は４１０に示されるシミュレートされた画像を取得するのに用いら
れる。ディスプレイ４０２又は４１０に示されるシミュレートされた画像は、当該位置で
実際の処置の間のこれらの特定の設定の下でＸ線機器４０９によって生成されるＸ線画像
を表す。このようにして、実際のマシン４０９及びシステム入力部４０８を用いることに
よって、リアリズムの更に別の側面をユーザに提供する。さらに、ユーザに示されるＸ線
画像を、電離放射線を用いることなく生成することができる。したがって、ユーザ（又は
チーム）は、患者又はユーザ自体が有害な放射線によって被曝することなく実際の手術室
環境で特定の医療処置の訓練を行うことができる。発明の他の実施の形態において、シミ
ュレータ４０９を、病院又は医療施設の実際の手術室内に配置してもよい。
【００５０】
　発明の一態様において、Ｘ線機器４０９を台４１１に結合する。台を、通常のカテーテ
ル検査台又は手術台とすることができる。台４１１が手術台である場合、シミュレーショ
ンシステムを、Ｘ線撮影技術と手術台で行われる観血手術とを組み合わせた複合処置をシ
ミュレートするのに用いてもよい。そのような複合システムは、Ｘ線誘導処置及び開腹処
置の訓練を提供し、したがって、そのような複合システムを、チーム及び異種専門(cross
-specialty)訓練に用いることができる。
【００５１】
　図５は、発明の一実施の形態による放射線量を計算する方法のフローチャートである。
図５に示す手順は、ＩＲＰ線量率及びＫＡＰ線量率を標準モデルに従って初期化した後に
種々の入力パラメータの変化に従って線量率を量ることによって放射線量を計算する。図
５に示すステップの一部は、任意であり、シミュレーションを行うために実行する必要が
ない。図５に示す任意のステップは、ユーザがシミュレーションに組み込むのに有益とな
ることができる線量を生成するのに用いられる。
【００５２】
　放射線量プロセッサによって計算される放射線量データは、複数の異なる基準点で計算
することができる複数の線量を含む。一実施の形態において、線量を「インターベンショ
ン基準点」（ＩＲＰ）で計算する。ＩＲＰは、一般的には患者台の下に配置されている放
射線源に面する「アイソセンター」の典型的には１５ｃｍ前となるように測定される基準
点である。「アイソセンター」は、Ｃアームの回転中心、すなわち、Ｃアームの角度に関
係なく視野の中心に常に存在する点である。ＩＲＰを、患者の皮膚の位置の近似として用
いてもよく、ＩＰＲの空気カーマ率を計算するのに用いてもよい。台の高さが変化しても
ＩＲＰの位置は変化せず、これによって、ＩＰＲでの推定される皮膚線量と患者が受けた
実際の皮膚線量との間に相当な相違が生じうる。
【００５３】
　発明の他の実施の形態によれば、線量率をＦＤＡ線量点（ＦＤＰ）で計算してもよい。
ＦＤＰを、フラットパネル検出器の３０ｃｍ前の点としてもよい。検出器の高さが変わる
と、この点が動き、これによって、ＩＦＲがＦＤＰの前にある又はＦＤＰがＩＲＰの前に
あるＩＲＰ及びＦＤＰが合致する複数の状況が生じる。時々、ＦＤＰを、システムの最大
の許容可能な線量率を制限する基準点として用いてもよい。例えば、ＦＤＰでの蛍光透視
線量率を、８８ｍＧｙ／分に制限することができる。出力線量の自動調整を用いる、すな
わち、検出器によって画像品質を略一定に維持するために自動輝度制御（ＡＢＣ）又は自
動線量調整制御（ＡＤＲＣ）を用いる撮影システムに対して、このような線量率制限の結
果、一旦限界に到達するとＸ線画像品質が低減することがある。他の実施の形態において
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【００５４】
　基準点に到達すると、放射線量プロセッサは、Ｘ線撮影装置モデルからのソース及び台
の位置のような基準点とＸ線撮影装置のついての具体的情報とを用いて線量を計算しても
よい。放射線量は、ＫＡＰ率、ＩＲＰでの空気カーマ率、ピーク皮膚線量（ＰＤＳ）及び
対応する累積線量を含んでもよい。放射線量データは、患者ヒートマップ、散乱放射マッ
プ及び等曲線を更に含んでもよい。種々の放射線量が処置の経過を通じて変化するので、
これらの放射線量を種々の時点で保存して放射線量のタイムラインを作成してもよい。
【００５５】
　ステップ５０１において、放射線量データをゼロに初期化し、放射線線量しきい値を設
定してもよい。放射線量しきい値は、アラームを引き起こす又はフィードバック及びパフ
ォーマンス評価を提供するためにシミュレーションの初めから終わりまで用いることがで
きる線量率のような所定の線量の値である。しきい値を、政府規制、入院費用保険及びＸ
線システムが動作してもよい限界を制御するための技術的なしきい値を反映するように設
定してもよい。例えば、ＦＤＡルールは、ＡＤＲＣを行うシステムでのライブの蛍光透視
に対して最大で８８ｍＧｙ／分のＦＤＡ線量点に線量率の上限を定める。しかしながら、
この制限は、高いフルオロ線量設定のような特定の高線量モード又はシネ若しくはＤＳＡ
収集には適用されず、この場合、率は、このしきい値より何倍も高いレベルに到達しても
よい。大抵の撮影システムは、ＦＤＡしきい値より低い率の限界を設定する特定の処置の
プロトコルも有する。しきい値は、処置の過程において変化してもよい又は設定されても
よい。
【００５６】
　ステップ５０２において、基準ＩＲＰ線量率及び基準ＫＡＰ率ｋｒｅｆをシステムによ
って設定する。上述したように、シミュレーションは、台及びＣアームの動き及び角度、
撮影される身体の部分、Ｘ線機器の蛍光透視パルスレート、蛍光透視線量レベル（ロー／
ノーマル／ハイ）、シネ収集（オン／オフ）、シネ収集フレームレート、Ｃアーム検出器
の高さ、コリメーション（方形又は円形）、使用される楔状フィルタの個数、倍率若しく
は視野（ＦＯＶ）、デジタルサブトラクション血管造影（ＤＳＡ）の使用、台上の患者の
位置（体形）の変化、特定の処置に用いられる線量プロトコル、Ｘ線管電圧及び電流、ビ
ーム成形フィルタの使用、自動線量率制御（ＡＤＲＣ）の使用、放射線源の位置（患者台
の上又は下）、又は、フラットパネルの代わりのイメージインテンシフィアの使用を含む
任意の数の入力パラメータを設定する入力を含んでもよい。基準ＩＲＰ線量率及び基準Ｋ
ＡＰ率を、予め決定された値を有するこれらのパラメータの予め決定されたセットに基づ
いて計算する。例えば、一実施の形態において、基準ＩＲＰ線量率及び基準ＫＡＰ率は、
以下のセットのパラメータに基づいて計算され、以下の初期セットの値を有してもよい。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
　上述したように、処理の過程において、ユーザは、これらの入力パラメータの一部を調
整又は変更してもよい。また、上述したように、入力パラメータを変化させることによっ
て、患者及びチームに照射される放射線の線量率並びに機器によって生成されるＸ線画像
の品質を変化させることができる。発明の一部の実施の形態によれば、パラメータ値の変
化を無視してもよい。
【００５９】
　一実施の形態において、上述したしきい値は、これらのパラメータに依存してもよい。
例えば、患者の厚さ、ロー／ノーマルのフルオロ線量設定、パルスレート及び照射された
患者の線量率の間の関係は、どの点でこれらの線量しきい値に到達したかを決定する。高
パルスレートを用いた結果、例えば、低パルスレートが用いる場合に比べて更に小さい厚
さの患者に対してしきい値に到達する。「ロー」のフルオロ線量レベルの設定を用いるこ
とによって、しきい値も低減し、更に容易にしきい値に到達する。したがって、パラメー
タ値の変更の結果、しきい値が変化する。シミュレーションの間、任意のセットのしきい
値又はしきい値プロファイルの間の比較を表示してもよい。さらに、シミュレーションの
間又は前に、シミュレータは、任意のしきい値又はしきい値プロファイル内に維持する方
法に関するユーザに対する指示を表示してもよい。例えば、現在の線量率が非常に高い場
合、シミュレータは、ローの線量設定からノーマルの線量設定に切り替えるようユーザに
指示してもよい。しきい値を、一度しきい値に到達すると所定のパラメータ値又は設定を
制限するために用いてもよい。その結果、シミュレーションによって出力線量率が増大す
るのを防止することができるとともに画像品質が低下するおそれがある。例えば、ライブ
の蛍光透視に対する８８ｍＧｙ／分の線量点制限を超えた後に、シミュレーション中のＸ
線画像ノイズのレベルが増大し始めることがある。又は、シネ収集又はＤＳＡに対して１
４００ｍＧｙ／分の線量制限を超えた後に、記録された収集のＸ線画像ノイズのレベルも
同様に増大することがある。
【００６０】
　発明の一態様において、モデルは、入力パラメータの変化と放射線の被曝線量の変化と
を関連させてもよい。発明の一部の実施の形態によれば、パラメータ値の変化を、ステッ
プ５０３及び５０４において倍増率及び線量率を計算することによって放射線の被曝線量
を変化させるのに用いてもよい。ステップ５０３において、倍増率を計算し、ステップ５
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倍増率を掛け合わせることによって計算する。現在の線量率ｄｔを、以下のように表現し
てもよい。
【００６１】
【数１】

【００６２】
　この場合、ｄｔは、時間ステップｔでの線量率であり、ｋｒｅｆは、上述した基準線量
率であり（すなわち、値
【００６３】

【数２】

の予め決定されたセットを有する予め規定されたセットのパラメータに対する予測される
線量率）、ｉは、患者に照射される線量に影響を及ぼす全てのパラメータをカバーする添
え字であり、
【００６４】
【数３】

は、重みｗｉ及びパラメータ
【００６５】
【数４】

の関数として計算される倍増率である。重みｗｉを、実際の操作可能なＸ線システムの測
定された線量率に対する各因子依存関数を較正するのに用いることができ、
【００６６】
【数５】

は、時間ステップｔでの全ての入力パラメータ値のベクトルである。
【００６７】
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【数６】

を満足する因子依存関数の要求は、
【００６８】

【数７】

であるときにｄｔ＝ｋｒｅｆを保証する。
【００６９】
　上述した線量率ｄｔを、ＩＲＰの空気カーマ率、ＦＤＰの空気カーマ率、台表面の空気
カーマ率及び実際の皮膚線量のような種々の線量率を計算するのに用いることができる。
ある種の線量率は、所定のパラメータによって影響を及ぼされない。例えば、コリメーシ
ョンパラメータ及び楔状フィルタパラメータは、ＤＡＰ線量率に影響を及ぼすことがある
が、ＩＲＰの空気カーマ率に影響を及ぼさない。したがって、異なる種類の線量率に対す
るｋｒｅｆの値及び重みは異なってもよい。
【００７０】
　因子関数
【００７１】

【数８】

を、シミュレーションの入力パラメータを変化させるときに線量率を正確に調整するシス
テムを作成するために物理モデル及び実験によって得られるデータを用いて生成する。発
明の種々の実施の形態による複数のパラメータに対する因子関数
【００７２】
【数９】

の詳細な説明は、以下の通りである。
【００７３】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「経路長」に基づいてもよい。
「経路長」は、人体を通過するＸ線ビームの長さである。患者の経路長は、三つの副要因
（ｉ）患者の厚さ（例えば、太った患者、経路長が更に長くなる）、（ｉｉ）Ｃアームの
角度（例えば、更に鋭い角度、人体はその厚さより幅が広いので経路長が更に長くなる）
及び（ｉｉｉ）Ｘ線ビームが通過する人体の部分（例えば、腹部は腕より厚い）によって
影響が及ぼされることがある。人体を通過する経路長を、これらの三つの副要因を用いて
計算することができる。このように患者の厚さをモデル化することによって、ユーザは、
異なる形状、性別及びサイズの患者を容易にシミュレートすることができ、水平方向の台
の動き及び台上の患者の位置を考慮することができる。
【００７４】
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　「経路長」の因子を組み入れる一部の実施の形態において、経路長を、３次元の三角形
メッシュオブジェクトとして人体をモデル化するとともにＸ線ビームをメッシュオブジェ
クトを通過する直線として取り扱うことによって計算してもよい。レイトレーシングを、
光線を交差する全ての三角形を識別するのに用いてもよい。これらの交差点の間の内部経
路長を、三角形オブジェクトを通過する全ての経路長を取得するために合計してもよい。
【００７５】
　一般的に、ＡＤＲＣに適合したＸ線システムは、検出器で受ける線量を一定にすること
を試み、したがって、人体を通過する「経路長」が更に長くなる結果、放出される線量が
、短い経路長の場合に比べて増大する。同様に、人体がほとんど水によって構成されると
いう仮定に基づく理論モデルは、患者の厚さが「ノーマル」の２０ｃｍから約３ｃｍ増大
した結果として必然的に入射線量が２倍になることを示唆した。同様に、物理的及び幾何
学的モデルは、（完全な楕円形の身体を有する２０ｃｍの厚さ及び４０ｃｍの幅の患者を
仮定したときに）患者の身体が前後方向（ＡＰ）の視野から４５°回転すると入射線量が
３６０％増大し、５５°回転すると７００％増大することを示唆した。しかしながら、実
践的研究は、実際の入射線量値が上述した理論値と著しく異なることを示す。その理由は
、理論値は、身体がほとんど水によって構成されているという不正確な前提に基づくから
である。実際には、身体は、水だけでなく骨、器官及び他の有機物によって構成されてい
る。実践的研究は、経路長が１２ｃｍから３６ｃｍまで（３：１の比）増大すると皮膚線
量率が０．４から５．６まで（１４：１の比）増大しうることを示した。
【００７６】
　理論モデルと実験によって得られるデータとの間の相違を考慮するために、モデル経路
長に対して以下の因子依存関数を用いてもよい。
【００７７】
【数１０】

この場合、ｌｒｅｆを基準経路長とし、ｌｔを時点ｔでの経路長とし、ｗｉを較正重みと
し、この場合、放射線量が２倍になる経路長の増加に対応する。
【００７８】
　例えば、理論値に対応するために、基準経路長ｌｒｅｆ＝２０ｃｍ及びｗｉ＝３ｃｍの
較正重みは、線量増倍率ｆｉ＝１を与えることができ、その結果、後に経路長が３ｃｍ増
加する（ｌｔ＝２３ｃｍ）と、ｆｉ＝２となる。同様に、経路長が３ｃｍ減少する（ｌｔ

＝１７ｃｍ）と、ｆｉ＝２となる、等々。
【００７９】
　代替的には、重みを、実世界の機器からの実験によって得られる値に適合させてもよい
。この場合、重みをｗｉ＝６．３０４に設定すると、経路長が２４ｃｍまで増加したとき
に線量率の実験によって得られる測定値が１４倍になる。
【００８０】
　経路長が非常に短くなる又はゼロになる場合には特殊な考察を行う必要がある。経路長
が非常に長い場合、Ｘ線管及び線量規則に対する所定の制限因子を関連させてもよく、そ
の結果、後に詳細に説明する線量率のしきい値化が行われるとともに画像品質が低下する
。
【００８１】
　「経路長」因子を組み込む一部の実施の形態において、経路長因子は、視野内の個別の
ビームをモデル化してもよい。現実環境において、視野内の種々の点のＸ線ビームは、中
央Ｘ線ビームからの異なる経路長を有することがある。この場合、各ビームの経路長を、
中央ビームに対して上述したのと同様に計算し、（考察されるＸ線ビームの数に応じた）
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個別の増倍率の寄与を、異なる経路長に対してそれぞれ計算し、これらの寄与を、最終的
な増倍率を得るために互いに合計する。
【００８２】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「蛍光透視パルスレート」に基
づいてもよい。パルスレートが半分に減少すると、理論的にはＩＰＲの空気カーマ線量率
は約半分に減少する。例えば、３０ｐ／ｓから７．５ｐ／ｓまで減少すると、７５％の線
量が省かれる。
【００８３】
　蛍光透視パルスレートをモデル化する以下の因子依存関数を用いてもよい。
【００８４】
【数１１】

【００８５】
　この場合、ｐｒｅｆは、基準パルスレートであり、ｐｔは、時点ｔでのパルスレートで
あり、ｗｉは、較正重みであり、この場合、純粋な物理ベースのモデルに対して１に等し
くなる。
【００８６】
　しかしながら、実証的研究は、入射皮膚線量率はさらに緩やかな減少を示すことがある
ことを示し、この場合、画像品質を維持するためのＡＤＲＣによる管電流の補償により３
０ｐ／ｓから１５ｐ／ｓまで低減することによって線量が２２％しか減少せず、７．５％
まで減少することによって約５０％減少する。したがって、重みを、ｗｉ＝２に設定する
ことによってこの実際の測定関係を反映するように調節してもよい。
【００８７】
　ＡＤＲＣを、（画像品質の著しい損失がある）線形的な線量減少手法又は（画像品質の
損失は少ないが線量の減少が小さい）バランスの取れた手法で明確に動作するように構成
してもよい。したがって、追加の入力パラメータをこのモデルの更に複雑なバージョンに
組み込んでもよい。
【００８８】
　したがって、この情報に基づいて、蛍光透視パルスレートに対して十分にシミュレート
された放射線被曝モデルは、バランスの取れた画像品質値を構築することができる。例え
ば、基準パルスレートをｐｒｅｆ＝３０ｐ／ｓに設定するとともに較正重みをｗｉ＝２に
設定すると、パルスレートを１５ｐ／ｓまで低減するとｆｉ＝０．７５の空気カーマ線量
率係数を与え、ｐｔ＝７．５まで更に低減すると、ｆｉ＝０．５となる、等々。
【００８９】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「蛍光透視線量レベル」に基づ
いてもよい。多数の最近のシステムは、シミュレーションが同一の高画像品質を要求しな
いときに蛍光透視線量率を減少させるためのオペレータに対する迅速な設定を提供する。
このオプションを用いることによって画像ノイズが増大する。時々、処置の所定の重要な
部分の間に又は困難な撮影状況において線量を増大させる設定もある。典型的には、ロー
の線量率設定によって、放出線量をノーマルの線量率設定の５０％まで減少させることが
でき、それに対し、ハイの線量率設定によって、ノーマルの線量に比べて線量を２倍にす
ることができる。
【００９０】
　蛍光透視線量レベルをモデル化するための以下の因子依存関数を用いてもよい。
【００９１】
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【数１２】

【００９２】
　この場合、ｗｉは、較正重みであり、この場合、２に等しくなる。その理由は、実験に
よって得られる測定値が理論値に従うと予測されるからである。標準的な基準値は、「ノ
ーマル」に設定された線量レベルに対応する。
【００９３】
　したがって、放射線シミュレーションの一部として、ローの線量率設定、ノーマルの線
量率設定及びハイの線量率設定との間をトグルする選択を加えてもよい。しかしながら、
他の中間設定又は中間設定の他の組合せを用いてもよい（例えば、ロー及びノーマルのみ
）。ローの線量設定によって、放出線量を５０％（又は他の値）まで減少させることがで
き、画像ノイズは、それに応じて増大する。ハイの線量設定によって、放出線量を１００
％（又は他の値）まで増大させることができ、画像ノイズは、それに応じて減少する。
【００９４】
　ハイの線量モードを用いると、高線量のオペレータに対して警告を与えるために、明確
な連続な信号が放射線シミュレータで音を出すようにしてもよい（しかしながら、これを
この形態においてオフにできるようにする必要がある。）。ハイの線量モードを２０秒又
は他の設定期間に亘って連続的に用いる場合、ハイの線量モードを自動的にノーマルモー
ドに戻すようにしてもよい。
【００９５】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「シネ収集」に基づいてもよい
。シネ収集に対して、線量レベルは、良好な画像品質を提供するためにライブの蛍光透視
に対する場合よりも著しく高い。一般的に、大抵のＸ線シネ透視撮影(x-ray cinefluorog
raphic)部は、そのような収集に対するフレームごとの線量が蛍光透視に対する場合の約
１５倍となるように較正される。一部の場合において、収集を１０～１５倍より大きく指
定もよい。したがって、シミュレートされた放射線被曝モデルは、シネ収集を用いるとき
に蛍光透視線量の１５倍の値（又は他の値）を用いてもよい。
【００９６】
　シネ収集をモデル化するための以下の因子依存関数を用いてもよい。
【００９７】

【数１３】

【００９８】
　この場合、ｗｉは、較正重みであり、この場合、実験によって得られる測定値に対応す
るように１５に等しく設定することができる。標準的な基準値は、「オフ」であるシネ収
集に対応する。
【００９９】
　「ノーマル」又は「ロー」の蛍光透視線量レベル設定は通常、一連のシネを収集すると
きに照射線量率を変化させないが、因子依存関数を、収集中にそのような効果を含むよう
に変更してもよい。しかしながら、典型的には、蛍光透視線量レベル及びパルスレートに
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対する因子依存関数は、シネ収集を「オン」に設定したときには全体の線量率の式から省
かれる。
【０１００】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「シネ収集のフレームレート」
に基づいてもよい。シネフレームレートを設定した結果、蛍光透視に対してパルスレート
を変化させると同一の比例する変化が生じ、したがって、同様にしてモデル化することが
できる。
【０１０１】
【数１４】

【０１０２】
　この場合、ｐｒｅｆは、基準シネフレームレートであり、ｐｔは、時点ｔでのシネフレ
ームレートであり、ｗｉは、較正重みであり、純粋な物理に基づくモデルに対して１に等
しくなるが、更に現実的な実験によって得られるモデルにおいては、蛍光透視パルスレー
トに対する全く同一の論証を用いることによって２に設定してもよい。
【０１０３】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「Ｃアーム検出器高さ（ＳＩＤ
）」に基づいてもよい。研究は、ソース画像距離（ＳＩＤ）を１０５ｃｍから１２０ｃｍ
まで増大すると距離に対する逆の２次関係(inverse quadratic relationship)に基づいて
ＩＲＰの空気カーマ線量率を約３０％増大させることを示唆する。他の研究は、検出器と
患者との間の追加の１０ｃｍの空隙の結果として皮膚線量が２０～３８％増大することを
諮圧する。
【０１０４】
　このための因子依存関数を以下のように表現してもよい。
【０１０５】
【数１５】

【０１０６】
　この場合、ｓｒｅｆは、基準ＳＩＤであり、ｓｔは、時点ｔでのシネフレームレートで
あり、ｗｉは、較正重みであり、純粋な物理に基づくモデルに対して１に等しくなる。検
出器を所定の距離だけ上昇させた結果、ＳＩＤも全く同じように増大する。
【０１０７】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「コリメーション」に基づいて
もよい。調節可能な円形又は矩形のコリメータは、通常、放射源とＫＡＰリーダとの間に
配置され、患者に放出される合計の線量を非コリメート領域に比例する量だけ有効に減少
させる。合計の放出される放射線量が減少するが、ＩＲＰの空気カーマは略一定である。
その理由は、ＩＲＰがコリメートされた窓の中央に配置されるからである。現実環境にお
いて、ＩＲＰ線量率は、ＡＤＲＣによる補償のためにむしろ増大する。したがって、放射
線窓において、全領域に対するコリメートされた領域の割合は、合計の線量の減少を決定
することができ、これは、ＫＡＰ値計算に影響を及ぼすことがあるが、必ずしもＩＲＰの
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皮膚線量に影響を及ぼさない。例えば、コリメータが全景の３０％をカバーする場合、Ｋ
ＡＰ率も同様に３０％減少し、それ対して、ＩＲＰの空気カーマ率は変化しないままであ
る。
【０１０８】
　ＩＲＰの空気カーマ率が典型的にはコリメータ設定によって大きな影響が及ぼされない
ので、放射線シミュレーションモデルは、この因子依存関数を完全に除外してもよい。し
かしながら、実際にはこの制御パラメータを考慮する必要があるＫＡＰ率に対する他の同
様な因子関数を、以下のように代わりに設ける。
【０１０９】
【数１６】

【０１１０】
　この場合、ａｒｅｆは、基準非コリメート領域であり、ａｔは、時点ｔでの非コリメー
ト領域であり、ｗｉは、較正重みであり、純粋な物理に基づくモデルに対して１に等しく
なる。
【０１１１】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「楔状フィルタ」に基づいても
よい。主要なコリメータブレード(main collimator blade)に加えて、主要なコリメータ
と組み合わされる半透明コリメータを用いる種々の方法がしばしば存在する。主要なコリ
メータは、通常、合計の放出される線量を減少させ、その結果、ＫＡＰ率に影響を及ぼす
。半透明コリメータは、しばしば、（ブレードのエッジがＸ線画像における円滑な遷移を
形成するように）コリメータブレードに亘る厚さを変化させる楔として形成され、主要な
矩形コリメーションを洗練するのに用いられ、画像のコントラストの差を均一にする。し
たがって、これらは、楔状フィルタ又は等化フィルタとしてしばしば知られている。これ
らは、異なる形状（例えば、矩形、円形、半円形、楕円形、三角形又はその組合せ）を有
してもよいが、最近のＸ線システムにおいては、典型的には、それぞれの側から挿入され
るとともに視野の傾斜部分をシールドするために回転してもよい一つの左側フィルタ及び
一つの右側フィルタを有する対で用いられる。
【０１１２】
　シミュレーションモデルは、半透明コリメータ材料の使用に起因する線量率の変化によ
る被曝量の変化を考慮してもよい。コリメータブレードは、厚さが一様でなく、異なる材
料及び形状を有することがあり、互いに重ね合わせることがあるので、楔状フィルタによ
り減少した放射線のレベルの決定は複雑になることがある。さらに、主要なコリメータブ
レードの位置は変化することがある。一部の研究において、等化フィルタが放射線を少な
くとも１／６に減衰させることが分かった。一部の研究は、特殊なＸ線システムに対して
値の大きな変化を示唆し、他の研究は、楔状フィルタを挿入したときにＡＤＲＣによる補
償のために空気カーマ率及びＫＡＰ率が増大することを示した。
【０１１３】
　ＫＡＰ率を得るための個のパラメータの一つの因子関数を以下のように表現してもよい
。
【０１１４】
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【数１７】

【０１１５】
　この場合、
【０１１６】
【数１８】

は、時点ｔでの非コリメート領域であり、
【０１１７】
【数１９】

は、時点ｔでの非コリメート及びフィルタ領域であり、ｗｉは、較正重みであり、この場
合、実験に基づくモデルに対して６に等しくなる。モデルは、楔状フィルタの挿入の結果
としての放射線の増大を考慮してもよく、上述した例においては、ｗｉが１より下の値に
設定されることを意味する。
【０１１８】
　さらに、更に複雑なモデルは、並べられた主要なコリメータ及び／又は補助的なコリメ
ータを結果的に得られる形状又は透明度となるように回転又は移動できるようにするため
に、並べられた主要なコリメータ及び／又は補助的なコリメータの影響を考慮してもよい
。これを、因子関数を複数の部分に分けることによって成し遂げることができ、各部分は
、重複する所定の透明度の特定の幾何学的領域に対応する。そのような幾何学的な部分の
各々の減衰が計算され、全ての領域からの寄与が、全体の照射領域を介して合計される。
それは、それぞれの側からの代わりにＸ線ビームの中央に挿入される指型フィルタ又はコ
リメータを同様に考慮してもよい。
【０１１９】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「増倍」に基づいてもよい。従
来、増倍レベルは、Ｘ線ビームの視野（ＦＯＶ）を変更することによって変更され、逆二
乗の法則に従ってＩＲＰの空気カーマ率を変化させ、ＫＡＰ率は略一定のままである。し
たがって、シミュレーションモデルは、この作用を考慮し、そのようなシステムをシミュ
レートするときに同様な方法で放射線被曝量を計算してもよい。
【０１２０】
　しかしながら、最近の撮影システムは、しばしば、線量率の影響を軽減するためにノイ
ズレベルが若干増大するのを許容し、二次関係ではなくＦＯＶとの線形的な関係に従う。
これによって、ＫＡＰ率が大きな増倍率で減少する。したがって、シミュレーションモデ
ルは、この作用を考慮し、そのようなシステムをシミュレートするときに同様な方法で放
射線被曝量を計算してもよい。
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【０１２１】
　更に複雑化させる要素として、フラットパネル検出器の最大の増倍率レベルは、一部の
システムにおいて、更に多くの線量を削減することによって又は次の更に低い増倍率レベ
ルに対して線量を全く変化させないことによってデジタル的に得られる。そのような作用
を、拡張した因子関数において同様にモデル化してもよい。
【０１２２】
　このパラメータを、上述した種々の因子の全ての間の折衷物としてのＩＲＰの空気カー
マ率及びＫＡＰ率の両方に対する線形的な関係を用いてモデル化してもよい。これを、空
気カーマ率及びＫＡＰ率の両方に対する因子依存関数において以下のように示す。
【０１２３】
【数２０】

【０１２４】
　この場合、ｖｒｅｆは、基準ＦＯＶであり、ｖｔは、時点ｔでのＦＯＶであり、ｗｉは
、較正重みであり、空気カーマ及びＫＡＰに対して異なってもよいが、この場合には両方
に対して１に等しい。
【０１２５】
　例えば、例示する放射線シミュレーションモデルにおいて、空気カーマ及びＫＡＰ率の
両方に対してｖｒｅｆ＝２３ｃｍ及びｗｉ＝１である場合、ｖｔ＝１５ｃｍのＦＯＶの変
化は、ＩＲＰ線量率の因子ｆｉ＝１．５及びＫＡＰ率の因子
【０１２６】

【数２１】

＝０．６５を与える。
【０１２７】
　画像ノイズレベルを、ＩＲＰの空気カーマ率と同様に線形的に増大すると仮定してもよ
い。代替的に、画像ノイズレベルは、差何複雑な関係（例えば、指数、対数）に従っても
よい。
【０１２８】
　発明の一実施の形態において、因子関数は、パラメータ「デジタルサブトラクション血
管造影（ＤＳＡ）」に基づいてもよい。ＤＳＡは、処置の間にＸ線画像において血管を他
の解剖構造と更に明確に区別するために用いる技術である。それは、造影剤を血管系に注
入し、血管が造影剤によって充填されているマスク画像を取得し、このマスク画像を後の
画像から差し引くことによって行われる。サブトラクションプロセスが画像ノイズを強め
るので、（２０倍と同程度の）十分に高い線量／フレームでオリジナル画像の各々を取得
することによってこの影響を無効にする必要がある。増大した線量／フレームを、更に低
いフレームレートを用いることができるようにすることによって部分的にオフセットして
もよい。しかしながら、デジタルサブトラクション撮影を用いる処置は、一般的には、サ
ブトラクションが行われないシネフルオログラフィー(cinefluorography)の処置より多く
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の合計の放射線量を有し、低線量の蛍光撮影に比べて線量／フレームが３２５倍になる。
一部の研究は、サブトラクションが行われないシネ収集で予測することができる線量率の
２５～５０倍という幾分大きい差を示唆する。
【０１２９】
　ＤＳＡを考慮するために、シミュレータモデルは、ＩＲＰの空気カーマ率を、ノーマル
の線量の蛍光透視の１５０倍に又はサブトラクションが行われないシネの実行(cine run)
の１０倍に増大してもよい。これを、以下の因子依存関数として表現することができる。
【０１３０】
【数２２】

【０１３１】
　この場合、ｗｉは、較正重みであり、この場合、シネ収集及びＤＳＡ因子関数が最終的
な因子増倍に含まれると仮定すると１０に設定してもよい。さらに、シミュレーションモ
デルは、ライブのサブトラクションロードマップ及びノーマルのライブの蛍光透視に対す
る線量率の差を考慮してもよい。
【０１３２】
　一旦全てのパラメータが独立して取り扱われると、個別の線量の因子からの寄与を、所
定の時点の「合計線量」を与えるために互いに掛け合わせてもよい。一部の線量率の因子
を、対応する「ＫＡＰ率の因子」を与えるためにＩＲＰのビームコーンの領域に掛け合わ
せてもよい。
【０１３３】
　上述したモデル及び因子依存関数に基づいて、ＩＲＰの空気カーマ率及びＫＡＰ率を、
処置の間の任意の時点で計算してもよい。発明の一実施の形態によれば、ＩＲＰの現在の
空気カーマ率及び現在のＫＡＰ率のような現在の線量率を、ＩＲＰの累積空気カーマ率及
び累積ＫＡＰを得るために処置の過程に亘って合計してもよい。任意の時点での合計の累
積線量を、処理の開始から現在の時点までの個別の線量率の合計として、すなわち、以下
のように表現してもよい。
【０１３４】
【数２３】

【０１３５】
　累積値を、報告及び教示のために処置の終了まで個別の「フルオロ(fluoro)」部及び「
収集」部として保持してもよい。累積値を、合計して処置の間の任意の時点の「合計」Ｉ
ＲＰ線量又はＫＡＰ値にするとともにシミュレーションディスプレイにおいてユーザに対
して表示することもできる。
【０１３６】
　ＩＲＰの累積空気カーマ率及び累積ＫＡＰ率を経時的に追跡することによって、シミュ
レーションは、どのようにしてこれらの率が蛍光透視、シネ記録又はＤＳＡのような操作
設定の変化に基づいて変化するかを示すことができる。
【０１３７】
　先ず、現在のＩＲＰ線量率及び現在のＫＡＰ率を計算し、これらは、上述したステップ
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５０２から計算した基準ＩＲＰ線量率及び基準ＫＡＰ率に設定される。次の反復において
、ＩＲＰ線量率及びＫＡＰ率を、全ての入力パラメータに対する増倍率を生成することに
よって計算する。生成された増倍率の各々は、標準ＩＲＦ線量率及び標準ＫＡＰ率に掛け
合わされる。
【０１３８】
　現在のＩＲＰ線量率及び現在のＫＡＰ率を用いることによって、Ｘ線画像ノイズのレベ
ル及びコントラストをステップ５０５で計算してもよい。ＩＲＰの要求される線量率を、
（蛍光線量レベル及び増倍について既に説明した画像品質の損失は別として）一定の画像
品質に対して計算することができる。この率が、例えば、制限２２ｍＧｙ／分（ロー設定
）、４４ｍＧｙ／分（ノーマル設定）又は８８ｍＧｙ／分（ハイ設定）を超えると、シミ
ュレートされるノイズが増大することがある。実験によって得られるデータに基づいて、
相対ノイズは、患者の厚さがしきい値を６ｃｍ超えるときには略２倍になる。そのような
増大は、要求される線量の４倍の増大と同一である。それに応じて、画像ノイズの相対的
な増大を以下のように計算することができる。
【０１３９】
【数２４】

【０１４０】
　この場合、ｎｔは、ノイズ増倍率であり、ｄｔは、時間ステップｔでの線量率であり、
ｄｔｈｒｅｓｈｏｌｄは、適切なしきい値線量率である。
【０１４１】
　放射線シミュレーションシステムは、標準的なホワイトノイズ、ショットノイズ又は従
来の画像処理に共通の同様な付加ノイズのようなノイズをモデル化してもよい。ノイズ増
倍率を、画像のホワイトノイズの分布を調整するためにホワイトノイズパターンに適用し
てもよい。その後、調整されたホワイトノイズを、ノイズのあるＸ線画像の影響をシミュ
レートするためにＸ線画像に適用してもよい。
【０１４２】
　ステップ５０６において、放射線が患者に照射される表面領域位置を計算してもよい。
表面領域位置を、患者の３次元又は２次元空間モデル及びＸ線撮影装置のビーム放出モデ
ルを用いて決定してもよい。上述したように、患者モデルは、例えば、３次元メッシュグ
リッドとすることができる患者の人体構造についての空間情報を含む。一実施の形態にお
いて、３次元患者モデルを、患者のセグメント化されたＣＴスキャン又はＭＲＩスキャン
から取得してもよい。特に、皮膚の３次元モデルを用いてもよい。その理由は、放射線が
身体に入射する場所及び入射する線量が最も高い場所が皮膚であるからである。また、こ
れは、患者のどの部分が照射されたかを視覚化するのに最も関連のあるキャンバス(canva
s)である。
【０１４３】
　ビーム放出モデルを、Ｘ線撮影装置及び上述した操作設定からの情報を用いて生成する
。ビーム放出モデルは、Ｘ線源からのＸ線放出の形状を特徴付ける。例えば、Ｘ線ビーム
の放出を、Ｘ線源において頂点を有するとともに検出器において底部を有する（フラット
パネル検出器に対する）４面体形状又は（画像増強検出器(image intensifier detector)
に対する）円錐形状を有するものとしてモデル化してもよい。コリメータ、楔状フィルタ
及びＦＯＶの設定は、ビーム放出モデルの結果的に得られる形状及び強度に影響を及ぼす
こともある。例えば、コリメータ及び／又はＦＯＶ設定は、フラットパネルに対する４面
体ビーム形状の底部は更に小さい矩形に制限され、楔状フィルタは、４面体に八角形の底
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部を形成するために４面体の底部の角を斜めに切り取る。また、ビーム放出モデル内の強
度分布は、楔状フィルタの存在によって変化することがある。Ｘ線ビームの空間コヒーレ
ンスを、４面体の底部の矩形を設定することによってモデル化してもよい。円形、楕円形
、方形、矩形、多項式関数又はその線形結合のような他の形状モデルを、ビーム放出の形
状を特徴付けるために用いてもよい。ビームコーンの形状及び強度を、コリメータ及び／
又は楔状フィルタの使用のような操作設定に応じて変更してもよい。２方向設定において
、複数の異なるビーム放出モデルを同時に用いてもよい。
【０１４４】
　放射線が患者を照射する表面領域位置を、患者の空間モデルとビーム放出の空間モデル
との交差を計算することによって決定してもよい。
【０１４５】
　ステップ５０６で計算した表面位置を用いることによって、患者ヒートマップをステッ
プ５０７で生成してもよい。皮膚線量、吸収線量及び実効線量の患者ヒートマップを、線
量率の情報、患者の人体構造及び患者の形状の組合せから計算する。一実施の形態におい
て、ヒートマップは、患者の人体構造の視覚的な３次元又は２次元モデルに適用される点
描パターン、グレースケール又はカラースケールである。３次元モデルは、例えば、患者
のメッシュグリッドオブジェクトであってもよく、３次元モデルは、例えば、患者の外形
の輪郭であってもよい。ヒートマップを、線量率の異なる値に対してカラースケールを割
り当てることによって生成する。例えば、赤を、高レベルのＩＲＰ線量率を表すために用
いてもよく、青を、低レベルのＩＲＰ線量率を表すために用いてもよい。この場合、カラ
ースケールは、患者の身体の種々の位置に亘って適用され、色を、患者の身体の当該位置
の線量率に対応する３次元又は２次元モデルに付加する。ヒートマップを、処理の過程の
間に動的に更新するとともにシミュレーションディスプレイに表示してもよい。他の実施
の形態において、ヒートマップを、累積線量率を表示するのに用いてもよく、処置の過程
の全体に亘って表示される。
【０１４６】
　発明の一態様において、異なるヒートマップを訓練目的に応じて用いてもよい。例えば
、無地の(solid)ヒートマップを、空気カーマ率若しくは皮膚線量率又は対応する累積線
量を表示するのに用いてもよく、それに対し、半透明のヒートマップを、体内に吸収され
た放射線、実効線量又は器官若しくは身体部分ごとの推定されるがんにかかる危険性を示
すのに用いてもよい。
【０１４７】
　発明の一実施の形態において、確率的危険因子をステップ５０８で計算してもよい。上
述したように計算した線量及び患者の人体構造の身体部分の位置についての空間情報を用
いることによって、各身体部分の実効線量を、組織又は器官の重み付け係数のセットを線
量率に適用することによって推定することができる。身体部分の実効線量を、放射線被曝
の確率的及び決定的な影響を推定するのに用いることができる。
【０１４８】
　患者又は手術チームのメンバーの皮膚のような身体の一部又は身体全体によって受け取
る実効的な照射された放射線量は、危害のリスクの増大に寄与する。決定的な影響から生
じるリスクは、やけど又は脱毛のような受け取った線量によって徐々に悪化する影響であ
る。確率的な影響に起因するリスクは、典型的には、後期発症であり、影響の深刻度は、
受け取った線量それ自体に関係しない。放射線の確率的な影響から生じるリスクの例は、
癌である。
【０１４９】
　一実施の形態において、処置に対する累積放射線量を、照射線量の重大さのユーザの理
解を高めるために他の確率的放射線源と比較してもよい。例えば、照射線量率を、同等の
数の胸部Ｘ線若しくは胸部ＣＴスキャン又は自然バックグラウンド放射線の年数と比較し
てもよい。他の実施の形態において、処置の間の照射線量の結果としての長引く癌又は死
のリスクを、他の活動によって生じる死、癌又は負傷の同等の推定される生涯リスクと比
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較してもよい。例えば、２５ｍＳＶの線量に起因する確率的な影響によって増大する死の
リスクを、３５００本のたばこの喫煙によって増大する死のリスクと等価なものとして放
射線防護シミュレータのユーザに説明することができる。これらのリスクの等価物(risk 
equivalents)は、年齢及び性別、喫煙、ダイエット若しくは運動習慣のようなライフスタ
イルの要因、家族及び遺伝又は以前の放射線被曝のような個別の危険因子を考察してもよ
い又は考察しなくてもよい。
【０１５０】
　決定的な影響は、一旦所定のしきい値線量を超えると予想通りに現れ、影響のリスクは
、照射された放射線量に関連する。したがって、シミュレーションは、これらのしきい値
のいずれかを超えたか否かをモニタしてもよく、シミュレートされた処置の間にすぐに又
は累積的なやり方で後に、これが実際の手術である場合には損傷が生じた可能性があるこ
とをユーザに警告する。しきい値を、例えば、赤斑、脱毛、落屑、潰瘍、真皮壊死、皮膚
の委縮、硬化、毛細血管拡張症、レンズの混濁及び白内障のような損傷のリスクをユーザ
に警告するために設定してもよい。これらの線量率しきい値を、しきい値を超えた後又は
損傷が発生すると予測できるときに生じる典型的な損傷の画像の表示を行うのに用いても
よい。
【０１５１】
　発明の一態様において、確率的な危険因子を、現在の操作設定によって生じた推定され
る増大した癌のリスクを視覚化するマップを生成するためにヒートマップに適用してもよ
い。
【０１５２】
　ステップ５０９において、現在の３次元散乱放射線プロファイルを、手術室において患
者から後方に散乱されるとともに医療チームの人間に散乱される二次放射線をモデル化す
るために計算してもよい。散乱放射プロファイルは、患者の人体構造についての情報、異
なる時点の患者の線量率及びＸ線ビームの放出形状に基づく。
【０１５３】
　一実施の形態において、モデルは、中央ビームからの異なる距離の領域を構築すること
ができ、この場合、各領域の境界は、一定の散乱線量率を有する所定の等値面(isosurfac
e)に対応する。等値面を、線量率が予め決定された値を有する位置として選択してもよい
。例えば、等値面を、線量率が４．０ｍＧｙ／時間の位置、２．０ｍＧｙ／時間の位置、
１．０ｍＧｙ／時間の位置及び０．５ｍＧｙ／時間の位置として選択してもよい。散乱線
量率が設定された距離及び散乱角でのＫＡＰ率に略比例すると示唆する研究に基づいて、
散乱放射線プロファイルは、ＫＡＰ率の変化に比例するように等値面の線量率をモデル化
してもよい。
【０１５４】
　好適な実施の形態において、散乱放射線プロファイルは、Ｘ線管と検出器との間の中央
ビーム軸線の周辺で一様であるものとして散乱放射線等値面をモデル化してもよい。散乱
放射線プロファイルを、好適には、Ｘ線管からの距離の関数として中央軸線に沿った所定
のポイントの等値面の半径を表す１次元関数としてパラメータ化してもよい。関数を、例
えば、多項式関数、半円形状の線形結合、ベジエ曲線又は磁気双極子関数としてもよい。
他の実施の形態において、等値面を、中央ビームに垂直な所定の平面において一定の線量
率楕円(dose rate ellipse)を決定する個別の短半径プロファイル関数及び長半径プロフ
ァイル関数を用いることによって中央ビームの周辺の楕円形上を有するようにモデル化し
てもよい。
【０１５５】
　一実施の形態において、等値面を、３次元表面としてモデル化してもよい。３次元モデ
ルを、例えば、病院において設定された現実のシステムについての情報のようなＸ線撮影
装置及び手術室についての空間データとともに又はそのような詳細なデータを特定のＸ線
システムのメーカから入手できるときに用いてもよい。
【０１５６】
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　発明の一態様において、散乱放射線プロファイルは、患者台、Ｘ線管若しくは検出器、
オペレータ若しくはチームそれ自体の身体、又は、専用の放射線防護シールドのような手
術室に存在しうるＸ線防護オブジェクトをモデル化してもよい。散乱放射線プロファイル
は、防護オブジェクトが存在する場所の散乱放射線を減少させることができる。
【０１５７】
　ステップ５１０において、現在の放射線量を、現在のＫＡＰ率を散乱放射線プロファイ
ルに適用することによって計算する。一旦、中央ビームの周辺の散乱放射線プロファイル
及び全ての対応する散乱放射線等値面を決定すると、これらを、患者の周辺の空間の任意
の点に対する散乱線量率を所定の時点において計算するのに用いることができる。更に具
体的に説明すると、これを、最高の線量率の等値面を選択することによって行うことがで
き、空間の点は、当該等値面の内側に配置される。この場合、空間の特定の点の線量率を
、選択された等値面と同一の線量率に設定してもよい。代替的に、空間の特定の点の線量
率を、点に最も近接する二つの等値面の散乱線量率の線形結合を用いて計算してもよく、
この場合、線量率は、各等値面に対する点の距離に基づいて重み付けされる。
【０１５８】
　Ｃアームの角度及び他のＸ線撮影装置モデルパラメータが変化すると、散乱領域及び３
次元散乱等値面はそれに応じて変化する。Ｃアームの角度の場合、回転した等値面を、３
次元回転行列を用いることによって演算してもよい。他の全ての入力パラメータの影響を
、各散乱等値面の初期散乱線量率を放射線量プロセッサによって演算したＫＡＰ率の因子
に掛け合わせることによって考慮してもよい。その理由は、ＫＡＰが散乱線量に略比例す
るからである。
【０１５９】
　一実施の形態において、患者の周辺の累積的散乱放射能を、所定の時間に亘って計算し
てもよい。これは、図９Ａ～９Ｄを参照しながら更に詳細に説明するように、手術室の患
者の周辺の空間をサブボリュームに分割することによって行われる。手術室の周辺の空間
のボックス化されたサブボリュームの各々に対して、現在の散乱線量率を計算するととも
にサブボリュームごとに所定の時間に亘って合計する。
【０１６０】
　発明の一実施の形態において、散乱に対する等値面の２次元断面をステップ５１１で計
算してもよい。計算は、上述した３次元プロファイルに基づく。断面を、Ｃアームの位置
に関連する医療チームメンバーの位置を用いて導き出してもよい。例えば、右大腿部に近
づいて血管内処置を行う手術室の医師の典型的な位置は、患者の右側であり、Ｃアーム面
からＣアームの右側に約４５°回転している。医師の断面は、この位置及び角度に基づく
ことができる。
【０１６１】
　ステップ５１２において、医療チームメンバーの身体の特定の位置の線量値を計算して
もよい。上述した２次元又は３次元散乱放射線プロファイル及びチームメンバーの位置に
ついての情報を用いて、正確なチームメンバーの位置の散乱放射線量を決定することがで
きる。さらに、チームメンバーの人体構造についての空間情報を、手、目、甲状腺又は生
殖腺のような放射線感受性器官を含む特定の関心のある点の正確な位置を決定するのに用
いることができる。上述した患者の人体構造と同様な方法でチームメンバーの人体構造を
モデル化することによって、放射線量プロセッサは、人間の実際の高さ及び組成に基づい
て種々の器官又は身体部分の位置を決定することができる。例えば、医師の目の線量を表
す散乱領域の特定の点を、人間の実際の目の高さに基づいて設定してもよい。背の高い医
師については高いポイントを選択し、背の低い医師については低いポイントを選択する。
【０１６２】
　発明の一態様において、手術する医師、チーム及び目、甲状腺、手及び生殖腺のような
身体の特定の点の位置を、位置センサを装着させることによって処置の間に追跡してもよ
い。散乱放射線量率を、新たな位置の散乱放射線プロファイルに対応するように更新して
もよい。このようにして、散乱放射線プロファイルによって、シミュレーションは、チー
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ムメンバーが手術室を動き回るときの位置の変化を動的に考慮することができる。これに
よって、シミュレーションは、例えば、チームが放射線の発生時に機械から離れ又はＸ線
ビームから抜けるように手を動かす場合にどのようにしてチームが放射線イベントにいか
に良く反応を示すかを考慮することができる。
【０１６３】
　ステップ５１３において、現在の時点に関連する線量をタイムラインに取っておく。処
置全体の過程に亘って、タイムラインは、所定の時間に亘る制御入力パラメータのセット
と線量率との間の関係を視覚化するのに用いることができる種々の時点の線量を含む。一
実施の形態において、各時点で計算された放射線量を、これらが処置の間に計算される時
点に関連させる。放射線量が更新される度に、放射線量を、例えば、データ収集記憶装置
に格納してもよい。この場合、種々の時点の放射線量の格納を、時間の関数である曲線と
して線量を視覚化するのに用いてもよい。患者又はチームメンバーに対する最も大きな線
量の寄与の一つが処置の制限された時間フレームに亘って生じることがあるので、どのよ
うに照射線量が任意の時点で変化したか、Ｘ線撮影装置を効果的に用いたか否か及びその
結果としてどのように種々の線量が変化したかを理解するのがユーザにとって有用である
。
【０１６４】
　ステップ５１４において、パフォーマンス評価を、ステップ５１３で計算したタイムラ
イン線量に基づいて生成してもよい。いかに良く処置に対する放射線量の管理を行ったか
を説明するパフォーマンス評価を、シミュレーションのユーザに提供してもよい。パフォ
ーマンスを、例えば、病院、国又は世界の他人のパフォーマンスのような種々の基準に対
して評価してもよい。評価は、同一のカテーテル検査室、同一の病院、領域、国又は世界
の中での同一の処置の測定された平均値に対する放射線シミュレータのユーザの到達した
シミュレーションされた線量レベルとの比較に基づいてもよい。そのような平均線量値を
、国又は世界のデータベース及び調査機関の病院品質システムから取得することができる
。線量値を、他の線量、例えば、中央値線量又は信頼区間若しくは四分位範囲のような線
量の範囲と比較してもよい。パフォーマンスを、ユーザ自体の過去のパフォーマンス、病
院及び社会の基準及び指針又は社会若しくは病院に対して見積もられる医療費に対して評
価してもよい。さらに、システムにより、比較値をユーザによって自由に設定することが
でき、放射線シミュレータは、病院又は病院がある国からの値との比較を行うことができ
る。
【０１６５】
　発明の一態様において、シミュレーションシステムは、較正のステップ５１５を含んで
もよい。較正のステップは、出力放射線量に適用するときにＸ線撮影装置モデル及び患者
モデルに更に近づける放射線量値を生成する較正重みの生成を含む。例えば、出力放射線
量を、実際のカテーテル検査室で用いられるＸ線撮影装置に近づけるように較正又は調整
してもよい。一実施の形態において、較正重みを、実際のＸ線誘導処置の間に生成される
放射線量を用いることによって計算してもよい。この場合、シミュレートされた放射線量
に対する実際の放射線量の比を、較正重みを決定するのに用いてもよい。このようにして
、較正重みによって、シミュレーションは、シミュレータ訓練プログラムを実現する際に
病院内の実際の放射線量の品質にどのぐらいの大きさの影響を及ぼしているかを推定する
ことができる。較正重みは、上述した因子関数を調整する較正重みと同様にして出力放射
線量を調整する。
【０１６６】
　発明の他の態様において、システムは、ユーザが取得したシミュレートされた線量レベ
ルと標準化された又は推奨されたしきい値レベルと比較してもよい。病院は、しばしば、
ローカル品質基準に基づくそれ自体のしきい値を有し、しきい値を超えると、所定の行動
がとられ又はコストが生じる。そのような行動は、高線量を受けた患者の次の訪問の予約
、ローカルＡＬＡＲＡ線量しきい値を超えた人々へのＡＬＡＲＡ警告書の送付、又は、法
律によって規定されるような最大線量レベルを超えた人々の職務停止を含む。そのような
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しきい値は、典型的には、団体及び規制機構によって発行される病院放射線安全ハンドブ
ック及びマニュアルで見つけられる。本発明のしきい値を、シミュレーションが行われる
現地の法律、推奨及びガイドラインに対応するように設定してもよい。
【０１６７】
　発明の一態様において、シミュレーションは、パフォーマンスが医療機関又は医療提供
者に及ぼすコストの影響がどれだけ小さいかを評価するためにパフォーマンス評価及びし
きい値の違反の記録を用いてもよい。一般的に、病院は、ＡＬＡＲＡ警告書の発行、追加
された患者の次の訪問、又は、人々の職務停止に対してコストが生じる。パフォーマンス
評価が、ＡＬＡＲＡ警告書が発行されたこと、患者の次の訪問が予約された又は人々が職
務停止になったことを表す場合、病院は、生じると予測されるコストを見積もるために当
該情報を用いてもよい。発明の他の態様において、団体に対して見積もられるコストを、
放射線を浴びた被爆者ごとの関連するコストを用いて計算してもよい。そのようなコスト
又はコストの範囲を、公の健康安全調査から取得することができる。
【０１６８】
　発明の一態様において、シミュレーションは、任意の個数のＸ線機器をシミュレートし
てもよい。複数のＸ線機器を、各機器の影響を個別にシミュレートした後に各機器の正味
の影響を組み合わせることによってシミュレートしてもよい。したがって、例えば、二つ
のＸ線機器Ａ及びＢからなる２方向形態において、５０１～５０３に記載したステップを
、二つのセットのＩＲＰ線量率及びＫＡＰ線量率を生成するために各機器に対して独立し
て実行してもよい。この場合、患者及び医療チームに対する各機器の正味の影響を、各機
器に関連した線量を組み合わせることによって計算してもよい。任意の個数の追加の機器
の総合的な影響を、追加の機器の各々のＩＲＰ線量率及びＫＡＰ線量率を同様に組み合わ
せることによって計算してもよい。
【０１６９】
　図６は、ユーザが制御入力パラメータを変化させたときにどのようにＸ線蛍光透視のノ
イズ及びコントラストレベルが変化しうるかの例である。図６Ａにおいて、Ｘ線画像品質
が非常によく、挿入されたワイヤがはっきりと見えるような放射線レベルの状況を示す。
しかしながら、このような高画像品質の結果、患者及び手術チームに対する高い放射線量
が生じる。図６Ｂにおいて、逆の状況を示す。ここでは、放射線量が非常に低く保持され
るが、そのために、ワイヤがほとんど見えず、医療処置の実行の成功に悪影響を及ぼすお
それがある。放射線の最適な使用は、これら両極のバランスを取り、オペレータの処置の
技能及び放射線減少技能に依存する。
【０１７０】
　図７は、Ｘ線画像の操作設定の影響をシミュレートする発明の他の実施の形態を示す。
特に、図７は、シミュレートされたＸ線画像に対するコリメーション、楔状フィルタ及び
台パンの影響を示す仮想インジケータを用いる。仮想インジケータを、コリメータ、楔状
フィルタ及び患者台の位置決めの手段として用いてもよい。これらのインジケータは、Ｘ
線画像に重ね合わされ、実際のＸ線を用いる必要なく機器のパーツを配置できるようにな
る。仮想コリメータ及び台パンインジケータ７０３を、矩形又は円形としてもよく、スク
リーン上の最後に取得したＸ線画像の破線として重ね合わせてもよい。仮想コリメータ及
び台パンインジケータ７０３は、一旦実際のＸ線がオンになると全体のＸ線画像のどの部
分が見えるかを示す。仮想コリメータ及び台パンインジケータ７０３を、台が移動したか
否かを示すのに用いてもよく、破線は、実際のＸ線が生じると患者のどの部分が見えるか
を示すために対応して移動してもよい。左側仮想楔状フィルタ７０１及び右側仮想楔状フ
ィルタ７０２を、新たな位置を示すために点線としてＸ線撮影シミュレータスクリーンに
示してもよい。任意に、仮想コリメータ及び／又は楔状フィルタの下の領域を、これらが
新たな位置に存在するときにどのように画像が変化するかを視覚化するために陰影を付け
てもよい。
【０１７１】
　図７において、ディスプレイによって、ユーザは、放射線量プロセッサが計算する放射
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線量を視覚的に監視することができる。図７に示すように、これらの線量７０４及び７０
５は、放射線量プロセッサによって計算されるＩＲＰ値及びＫＡＰ値の空気カーマを含む
。これらの線量を、シミュレーションの任意の部分の間にシミュレータのディスプレイに
おいて視覚化してもよい。操作設定又は入力パラメータを変更するとき、線量を動的に更
新してもよい。ディスプレイは、現在の線量、累積線量又は両方を示してもよい。
【０１７２】
　図８Ａ、８Ｂ及び８Ｃは、放射線量ヒートマップを患者の人体構造に３次元的に重ね合
わせることができる実施の形態を示す。さらに、患者モデルの画像に、異なるタイプの情
報を示す別個のマーカ８０１～８０３を重ね合せてもよい。例えば、図８Ａの別個のマー
カ８０１～８０３を、ピーク皮膚線量の位置及びレベル又は皮膚とのＸ線ビームの交差の
投影された輪郭を示すのに用いてもよい。これらは、利用可能なデータが与えられる場合
には、推定される増大した癌リスク及び／又は器官若しくは身体部位ごとの有効線量を示
してもよい。
【０１７３】
　発明の一態様において、ディスプレイは、上述したビーム放出モデルを示してもよい。
例えば、ビーム放出形状が４面体としてモデル化される場合、ディスプレイは、図８Ｂに
示すように、放射線源の頂点８０５を有するとともに８０６で患者と交差する（図８Ｃの
８０４のような）４面体８０７を示してもよい。ビームの形状及び強度を、コリメータ及
び／又は楔状フィルタの影響を含むようにカット又は変更することもできる。図８Ａ～８
Ｃにおいて、蛍光透視ビームの４面体は、患者の身体のどの部分が現在被曝しているかを
ユーザが理解するのを助けるために視覚化される。
【０１７４】
　図８Ａは、患者の傾斜前面を示す。胸部及び腹部の放射線被曝を、領域８０３の皮膚に
示される垂直方向の点描パターンによって示す。本実施の形態において、垂直方向の点描
パターンは、ローレベルの被曝を表す。図８Ｂは、患者の左側面を示す。患者の背中の放
射線被曝を、本実施の形態ではハイ線量被曝レベルを表す水平方向の点描パターンとして
示す。図８Ｃは、患者の傾斜背面を示す。ハイ放射線被曝を受けた患者の背中の上側領域
を、水平方向の点描パターンとして示す。ビーム源が患者の背中に近接しているので、放
射線被曝は、患者の背中の方が患者の前側より強い。
【０１７５】
　図９Ａ、９Ｂ、９Ｃ及び９Ｄは、３次元空間サブボリュームボックスを各ボックスの散
乱放射線量分布を計算するために用いる方法を例示する。図９Ａ～９Ｄは、散乱放射線等
値面９０１～９０４の２次元スライスを示す。散乱放射線等値面９０１～９０４は、Ｃア
ーム源と検出器との間に存在する。手術室を、複数のサブボリュームに細分してもよい。
例えば、図９Ａ～９Ｄにおいて、一つの特定のサブボリュームＡを、ボックス９０５及び
９０７によって表し、異なるサブボリュームＢを、ボックス９０６及び９０８によって表
す。散乱放射線等値面９０１～９０４に配置された任意のサブボリュームは、当該等値面
から所定の散乱線量率で曝されるサブボリュームを表す。全体の現在の散乱領域線量率の
演算中に、異なる大きさを有する複数のそのような散乱線量率の等値面を計算するととも
にサブボリュームが最高の線量の等値面内にあるときに各サブボリュームに追加する。
【０１７６】
　図９Ａ及び９Ｂにおいて、患者の側面及び頭部面をそれぞれ示し、この場合、Ｘ線蛍光
透視部が、前後方向に配置される。図９Ｃ及び９Ｄは、処置の異なる時点の異なる状況を
示し、この場合、Ｘ線蛍光透視部の角度を傾斜面に変更した。図９Ｃは、ボックス９０７
によって示すサブボリュームＡがもはや散乱放射線等値面９０３の内側に存在せず、当該
等値面からの線量率の寄与がないことを示す。それに対し、図９Ｄのサブボリューム９０
８は、等値面９０４からの線量率の寄与を受けたままである。処置が進行すると、サブボ
リュームごとの累積散乱放射線量を、所定の時間に亘って合計し続ける。図９Ａ～９Ｄに
示す実施の形態において、（ボックス９０５及び９０７によって示した）サブボリューム
Ａは、処置の終了までに（ボックス９０６及び９０８によって示した）サブボリュームＢ
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より低い合計の散乱線量を受ける。
【０１７７】
　上述した方法を用いることによって、患者の周辺の瞬時の散乱領域及び累積散乱領域の
３次元容量評価を、所定の空間解像度で得ることができる。この場合、これらの散乱領域
を、システムのユーザに対する最良の学習経験を作るために種々の方法で可視化してもよ
い。一実施の形態において、容量的な３次元領域を、患者台の周辺の異なる色の複数の半
透明な等値面として３次元で視覚化してもよく、この場合、色は、各等値面の線量率又は
累積線量に依存する。そのような視覚的表示を、散乱状況をあらゆる角度から見るために
ユーザによって回転させてもよい。
【０１７８】
　代替的に、散乱領域の特定の断面を視覚化してもよい。その理由は、散乱領域の特定の
断面は、全体の散乱領域よりもユーザに理解しやすいからである。特定の関心のある一つ
のそのような断面は、散乱領域と患者に近接した手術チームのメンバーの身体とが交差す
る場所である。典型的には、手術チームのメンバーが患者に近づくに従って、受ける職業
的な散乱線量が高くなり、したがって、全ての内の最も関心のある断面は、通常最も高い
線量を受ける手術をしている医師の断面である。
【０１７９】
　図１０Ａ及び１０Ｂは、発明の他の実施の形態による手術している外科医の周辺の２次
元散乱放射線等曲線の断面のセットの断面視覚化である。各等曲線１００１～１００４は
、異なる散乱放射線レベルを表す。図１０Ａは、頭部面を示し、この場合、オペレータの
身体の全体に亘る種々の高さの散乱放射線を見ることができる。図１０Ｂは、外側角(lat
eral angulation)にＣアームを有する上面を示し、この場合、患者台を包囲する散乱領域
を見ることができる。
【０１８０】
　図１１Ａ及び１１Ｂは、どのようにして固定された又は移動する医療チームメンバーが
散乱放射によって影響を及ぼされたかを決定するための等曲線の使用を示す。図１１Ａに
おいて、目１１０１、甲状腺１１０２及び生殖腺１１０３のような医師の身体の放射線感
受性部位に対応する位置を、これらの位置の線量率を見るために用いる。この場合、上述
したように、これらの位置の散乱放射線量率を、これらの特定の器官の確率的又は決定的
リスクを決定するのに用いてもよい。図１１Ｂにおいて、複数のチームメンバー１１０４
～１１０６の位置を、一人一人の複合線量評価(compound dose estimates)を演算するた
めに用いる。動き追跡又は位置センサ技術を用いることによって、これらの評価は、経時
的に変化することもあり、蛍光透視が有効であるときの台からの後退のような放射線減少
技術からの利点を含むために用いてもよい。
【０１８１】
　関心のある種々の点及び種々の手術チームメンバーの線量率及び累積線量の測定値を、
共にディスプレイに表示してもよい。これらの値に、放射線シミュレータのユーザがオン
及びオフにトグルすることができる一つ以上の減衰係数をかけてもよく、それは、防護シ
ールド、エプロン、眼鏡、頸部カラー、手袋又はヘッドカバーのような種々の防護装置の
使用に起因する減少した線量に対応する。ディスプレイインタフェースは、一次放射線と
二次放射線の両方の患者に関連する線量情報、オペレータの関連する線量情報及びチーム
の関連する線量情報を合成統括フォーマット(compound overview format)で統合してもよ
く、これによって、所定の放射状況において危険レベルの画像を迅速に取得することは、
訓練生にとって容易となる。
【０１８２】
　図１２は、発明の一実施の形態による放射線量及び線量ヒートマップを示すディスプレ
イを示す。ディスプレイは、患者に関連した線量情報１２０１と、シミュレーションシス
テムのユーザに対する散乱に関連した線量情報１２０２及び１２０３と、を示す。ユーザ
は、現在の線量率測定値１２０４又は全体の累積線量１２０５を表示するか否かを選択し
てもよい。患者１２０１の動的に更新される回転可能な３次元モデルは、（増大した癌リ
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スクに関連する）実際の皮膚線量（又は線量率）、吸収線量又は有効線量を示す。散乱等
曲線１２０６～１２１０は、手術している医師及び患者台の周辺の放射線領域を示す。オ
ペレータの目の線量１２１１、甲状腺の線量１２１２及び生殖腺の線量１２１３を計算及
び表示し、鉛のエプロン１２１４、眼鏡１２１５又はシールド１２１６を用いることによ
るこれらの値の影響も、訓練を改善するためにユーザに繰り返し表示される。
【０１８３】
　図１３は、処置のタイムライン及び対応する線量曲線を備える一実施の形態を示し、こ
の場合、放射線量を時間に対してプロットする。グラフは、ＩＲＰの線量率、皮膚線量率
、ＫＡＰ率又は放射線量プロセッサによって計算される他の任意の放射線量を示すことが
できる。処置が進行するとともにオペレータがＸ線撮影装置モデル制御入力を変化させる
と、結果的に得られる線量率は上下する。曲線の時点をクリック又は曲線にポインターを
重ねることによって、ユーザは、タイムラインに隣接して示されるとともにどの制御入力
パラメータが当該時点に存在するかを示すウィンドウ１３０１及び１３０２に容易にアク
セスすることができ、これによって、ユーザは、線量が高かった又は低かった理由をいつ
でも理解することができる。短い時間フレームに亘って線量率の大幅な増大が生じた制御
入力の変化を強調することができ、それを、図面のＣアームの角度について示す。また、
線量率の大幅な増大が生じたイベント１３０３及び１３０４を自動的に識別するとともに
図示したように曲線の上に表すことができる。基準となる又は過去のパフォーマンス曲線
を示す一つ以上の追加の曲線１３０５を、ユーザによってパフォーマンスを設定基準と比
較するとともに訓練により技能を向上させる方法を知るためにグラフに示すこともできる
。さらに、所定のタイプの処置についての既知の情報を用いることによって、及び／又は
、基準となる線量率曲線との比較を行うことによって、ユーザの放射線減少技術が無力に
なる場合の特定の技能を識別することができ、係属中の訓練において重視する必要がある
あり得る処置の改善１３０６のリストを示唆することができる。
【０１８４】
　イベントの自動的な注釈を、例えば、計量曲線の極大点、極小点若しくは変曲点又は大
幅な増大が生じたタイムライン上の点において行ってもよい。これらを、曲線の基準曲線
との比較によって決定してもよく、この場合、ある程度基準曲線を超える点にマークを行
う。手術器具が動くことなく蛍光透視ペダル(fluoroscopy pedal)が長時間踏まれたとき
のように機器パラメータを最適にすることができる時点を識別することによってイベント
に注釈をつけることもできる。
【０１８５】
　自動的に識別されたイベントを、所望の線量減少技術が用いられたか否かを調べるとと
もにどのようにして放射線を更に減少させることができるかについての推奨をユーザに行
うために次に用いてもよい。これは、例えば、シャッター及び楔状フィルタの適切な使用
、必要のない蛍光透視時間の減少、シネ収集の使用の減少、並びに、台の位置及びＣアー
ムの角度の更に頻繁な変更を含んでもよい。
【０１８６】
　図１４Ａ及び１４Ｂは、発明の一態様において、実際の処置に起因するパラメータ及び
放射線量の記録データをＸ線撮影装置モデル及び患者モデルの入力として用いてもよいこ
とを示す。このようにして、シミュレーションを、どのようにして実際のＸ線撮影装置が
実際の患者に対して動作するかを反映するために実行することができる。記録データを、
被曝線量構造化レポート（ＲＤＳＲ）の記録として収集されるＤＩＣＯＭフォーマットの
データとしてもよい。ＲＤＳＲの一例を図１４Ｂに示す。図１４Ａに示すように、システ
ム入力は、ユーザによって制御される入力インタフェースからの代わりにＲＤＳＲデータ
によって供給される。したがって、ＲＤＳＲに記録された各時点の種々のパラメータ値を
、シミュレーションに対する入力として用いてもよい。
【０１８７】
　ＲＤＳＲからのシステム入力を処理する一実施の形態において、シミュレーションは、
手術の時間中にユーザが前進又は後退することができるインタフェースをユーザに提供し



(36) JP 6204584 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

てもよい。例えば、インタフェースをスライダーとしてもよく、この場合、ユーザは、処
置の時間中に前後に動くことができ、各瞬時の線量、視覚化及びフィードバック／評価を
、スライダーの位置に対応する瞬時に表示してもよい。
【０１８８】
　図１５は、人間被曝モデルが患者特有の人体構造に基づく場合の発明の一実施の形態を
示す。ＣＴスキャン又はＭＲＩスキャンが１５０１で行われる。スキャンを患者又は医療
チームメンバーのスキャンとしてもよい。この場合、スキャンを、種々の人間の人体構造
の位置を決定するとともに人間被曝モデルを形成するためにセグメント化してもよい（１
５０２）。この場合、これらの位置を、人間の器官の構造及び位置を含んでもよい３次元
メッシュモデルを形成するために用いてもよい。例えば、人間被曝モデルは、心臓、脳、
目、甲状腺及び生殖腺の寸法及び形状を含んでもよい。このような患者特有のモデルを用
いることによって、ユーザは、シミュレートされたＸ線誘導処置を実行するとともに放射
線減少訓練に取り組んでもよい（１５０３）。この場合、シミュレーションシステムは、
上述したようなフィードバック（１５０４）及びパフォーマンス評価（１５０５）を提供
してもよい。このようにして、患者特有のモデルを、実際の処置をシミュレートするため
に用いることができ、これによって、医療専門家又はチームは、安全かつ放射線のない環
境で特定の患者に対する放射線を最適に最小にする方法を実行することができる。この場
合、患者の身体に対する予測される放射線の視覚的なフィードバック及び訓練実行中の処
置の改善の示唆を、実際の処置の間に患者に照射される実際の放射線を最小にするために
用いることができる。
【０１８９】
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、発明の一態様において、出力放射線量を調整するために較正
重みを適用することによってシミュレーションシステムをＸ線撮影装置に合わせて較正し
てもよいことを示す。較正重みは、上述したように因子関数を調整する較正重みと同様な
やり方で出力放射線量を調整する。例えば、出力放射線量を、訓練が行わる実際のカテー
テル検査室に近づけるために較正又は調整してもよい。較正重みによって、シミュレーシ
ョンは、シミュレータ訓練プログラムの実現の効果が病院内の実際の放射線量品質にどの
程度の大きさを及ぼすかを推定することができる。
【０１９０】
　較正重みを、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）から構成されるとともに線量測定
として頻繁に用いられる人間の組織に類似するタイプのブロックである一つ以上の標準的
な放射線「ファントム」を手術台に配置するとともにどの程度放射線量が各パラメータに
ついて変化したかを測定することによって生成してもよい。図１６Ａは、ＳＩＤパラメー
タについて生成した較正重みの例を示す。画像検出器１６０１を、一定のステップで上下
し、これによって、所定のＳＩＤに対するソース－画像－距離（ＳＩＤ）及び対応する線
量率が変化する。ＰＭＭＡファントム１６０２の放射線量は、各ＳＩＤで測定される。図
１６Ｂは、固定されたＳＩＤ設定に対してプロットされた取得した線量率データ点及び曲
線の最良適合を示す。この場合、最良適合パラメータモデルの既定値を、較正重みとして
シミュレートされる放射線量アルゴリズムに供給され、これによって、本発明の使用の間
に計算された線量率は、個別のＸ線撮影装置の値に更によく対応する。代替的に、同一の
較正処置を、線形関数、二次関数、対数関数又は指数関数のようなどのタイプの因子関数
が特定のＸ線システムを最適にモデル化するかを最初に決定する手段として用いることが
でき、その後、選択した因子関数を測定した曲線に最もよく適合させるために用いること
ができる。
【０１９１】
　上述したシステム及び方法を、血管内及び／又は経皮への適用、外傷外科、塞栓、整形
外科、胃腸管の検査、ＣＶＣライン及びＰＩＣＣラインの配置、栄養チューブの配置、泌
尿器外科、腫瘍学への適用、胆道ドレナージ及び椎間板造影を含むがそれに限定されない
種々のタイプのＸ線誘導処置又は蛍光透視誘導処置に対する放射線減少技術を教示するの
に用いることができる。
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【０１９２】
　上述したシステム及び方法は、血管内手術の特に適している。血管内処置は、典型的に
は足の付け根、手首又は頸部の開口を通じて患者の血管に挿入される医療機器を用いる侵
入が最小の画像誘導処置であり、患者の体内における医療機器の動きは、蛍光透視又はＸ
線システムによって可視化される。したがって、それは、インターベンショナル心臓学、
インターベンショナル放射線学、血管手術、インターベンショナル神経放射線学、電気生
理学、器質的心疾患、インターベンショナル腫瘍学及び心臓血管外科の分野の処置に最も
有用である。
【０１９３】
　ここで説明したものの変更、変形及び他の実現を、本発明の精神及び範囲並びに特許請
求の範囲を逸脱することなく当業者によって行うことができる。

【図１】 【図２】
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【図９Ｄ】



(42) JP 6204584 B2 2017.9.27

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】
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【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】



(44) JP 6204584 B2 2017.9.27

【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】



(45) JP 6204584 B2 2017.9.27

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  エドバルド　ペル　イェスタ　フェルト
            スウェーデン国，エス－４１１　４３　イエーテボリ，ニルソンスバリ　４
(72)発明者  ラーシュ　ビリエル　レーン
            デンマーク国，デーコー－２１００　イースト　コペンハーゲン，イリュスガーデ　７５　２エム
            エフ

    審査官  伊藤　昭治

(56)参考文献  特表２０１３－５０８０６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１２－５２７２８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１４１５７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１３／０１８２８２２（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１２－１３０４３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００６－５１７４３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０１７５１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０７８６３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０５５５１０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　６／００　－　６／１４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

